
（平成61年３月31日まで）原議保存期間 30年

（平成31年１月３日まで）有 効 期 間 二種

警 察 庁 丙 運 発 第 ２ 号 、 丙 交 企 発 第 ２ 号各 地 方 機 関 の 長

丙 交 指 発 第 ２ 号各都道府県警察の長

（参考送付先） 平 成 3 0 年 １ 月 ４ 日

庁内各局部課長 警 察 庁 交 通 局 長

各附属機関の長

道路交通法施行令の一部を改正する政令について（通達）

道路交通法施行令の一部を改正する政令（平成30年政令第１号。以下「改正令」と

いう。）が本日公布され、本年４月１日から施行されることとなった。

改正令の趣旨、内容及び留意事項は下記のとおりであるので、各位にあっては、対

応に遺漏のないようにされたい。

記

１ 外国運転免許証制度に関する規定の整備

(1) 趣旨

道路交通に関する条約（昭和39年条約第17号）に基づく国際運転免許証を発給

していない国又は地域であって、道路における危険を防止し、その他交通の安全

と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有し

ている国又は地域として政令で定めるもの（以下「政令国」という。）が発給し

た運転免許証で日本語による翻訳文が添付されたものを所持する者については、

本邦に上陸した日から起算して１年間、当該運転免許証で運転することができる

こととされている自動車等を運転することができることとされている（道路交通

法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第107条の２）。

この度、エストニア共和国の運転免許の制度について、同国の要請に基づき調

査を実施したところ、我が国と同等の水準にあると認められたことから、同国を

政令国に加えることとした。

(2) 内容

政令国として、エストニア共和国を加える（道路交通法施行令（昭和35年政令

第270号。以下「施行令」という。）第39条の４関係）。

(3) 留意事項

エストニア共和国の運転免許証の取扱いにつき、交通指導取締り等の現場にお

ける対応に誤りがないよう、警察職員に対する教養を徹底すること。

また、外国運転免許証制度は、主に外国人観光客等の短期滞在者を対象とした

制度であることを踏まえ、各都道府県のレンタカー協会等を通じるなどして、レ

ンタカー事業者に対して制度の概要並びにエストニア共和国の運転免許証及びこ

れに添付する日本語による翻訳文の様式の周知徹底を図るとともに、自動車等を

殿



貸し出す際の適切な運転免許証及び翻訳文の確認や、外国人運転者に対する我が

国の交通ルールの周知について、協力を求めること。

なお、今後、警察庁から一般社団法人レンタカー協会に対し、今般の改正に係

る周知依頼文を発出することを予定している。

２ 運転免許等に関する手数料の標準に関する規定の整備

(1) 趣旨

地方分権推進計画（平成10年５月29日閣議決定）においては、「法令において

定める手数料の金額の標準については、経済情勢等に鑑み適切なものとなるよう

原則として３年ごとにその金額について見直すこと」とされている。

運転免許等に関する手数料については、その標準が施行令において規定されて

いるところ、前回の改定（平成27年４月）から３年が経過することを踏まえ、そ

の金額について、所要の見直しを行うこととした。

(2) 内容

運転免許等に関する手数料の標準を別紙のとおり改める（施行令第43条関係）。

(3) 留意事項

運転免許等に関する手数料の徴収については、法で定める手数料の種別ごとに

政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定め

る額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を

徴収することを標準として条例を定めなければならないこととされていることか

ら、各都道府県警察にあっては、当該条例の改正作業を進めること。

また、運転免許に関する事務や講習の一部については、都道府県公安委員会か

ら委託を受けた指定自動車教習所等により行われているところ、その委託費につ

いては、今回の運転免許等に関する手数料の標準の見直しを踏まえ、受託者が効

果的な業務の推進を行うだけの十分な委託費が予算上確保されるよう努めること。

３ 施行期日等

(1) 改正令は、本年４月１日から施行することとした。

(2) 改正令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による

こととした。

(3) 改正令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

ることとした。

（添付資料）

○ 運転免許等に関する手数料の標準（別紙）

○ 道路交通法施行令の一部を改正する政令（平成30年政令第１号）の官報の写し

（別添１）

○ 新旧対照条文（別添２）



１　令第４３条第１項関係

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費に
対応する

額
合計

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費
に対応
する額

合計

650
（3,100）

3,750
（3,950）

4,400
（7,050）

650
（2,950）

3,450
（3,650）

4,100
（6,600）

‐300
（‐450）

技能検査合格者又は指定自動車教習所卒業者
（法第９７条の２第１項第１号及び第２号関係）

550 1,050 1,600 500 1,050 1,550 -50

うっかり失効者、やむを得ない失効者等
（法第９７条の２第１項第３号及び第５号関係）

550 1,350 1,900 500 1,400 1,900 +0

650
（1,350）

1,550
（1,750）

2,200
（3,100）

650
（1,250）

1900
（2,100）

2,550
（3,350）

+350
（+250）

技能検査合格者又は指定自動車教習所卒業者
（法第９７条の２第１項第１号及び第２号関係）

500 1,250 1,750 500 1,250 1,750 +0

うっかり失効者、やむを得ない失効者等
（法第９７条の２第１項第３号及び第５号関係）

500 1,350 1,850 500 1,400 1,900 +50

650
（2,050）

2,300
（2,450）

2,950
（4,500）

650
（1,950）

1950
（2,100）

2,600
（4,050）

-350
（-450）

指定自動車教習所卒業者
（法第９７条の２第１項第２号関係）

550 1,200 1,750 500 1,250 1,750 +0

うっかり失効者、やむを得ない失効者等
（法第９７条の２第１項第３号及び第５号関係）

550 1,350 1,900 500 1,400 1,900 +0

500 1,000 1,500 500 1,000 1,500 +0

うっかり失効者、やむを得ない失効者等
（法第９７条の２第１項第３号及び第５号関係）

500 1,350 1,850 500 1,400 1,900 +50

650
（3,550）

3,900
（4,100）

4,550
（7,650）

650
（3,300）

4,150
（4,350）

4,800
（7,650）

+250
（+0）

指定自動車教習所卒業者
（法第９７条の２第１項第２号関係）

550 1,200 1,750 500 1,200 1,700 -50

うっかり失効者、やむを得ない失効者等
（法第９７条の２第１項第３号及び第５号関係）

550 1,350 1,900 500 1,400 1,900 +0

650
（2,050）

2,200
（2,350）

2,850
（4,400）

650
（1,950）

2,250
（2,400）

2,900
（4,350）

+50
（-50）

指定自動車教習所修了者
（法第９７条の２第１項第２号関係）

500 1,200 1,700 500 1,200 1,700 +0

500 1,050 1,550 500 1,050 1,550 +0

350
（2,800）

3,700
（3,900）

4,050
（6,700）

300
（2,600）

3,600
（3,800）

3,900
（6,400）

-150
（-300）

350
（1,050）

3,500
（3,700）

3,850
（4,750）

300
（900）

3,450
（3,650）

3,750
（4,550）

-100
（-200）

650
（3,100）

1,350
（1,550）

2,000
（4,650）

600
（2,900）

1,300
（1,500）

1,900
（4,400）

-100
（-250）

650
（1,350）

1,300
（1,500）

1,950
（2,850）

600
（1,200）

1,150
（1,350）

1,750
（2,550）

-200
（-300）

650
（2,050）

1,100
（1,250）

1,750
（3,300）

600
（1,900）

1,050
（1,200）

1,650
（3,100）

-100
（-200）

500 550 1,050 450 550 1,000 -50

普通自動車免許に係る試験

仮運転免許に係る試験

運転免許等に関する手数料の標準

普通自動車免許に係る再試験

大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験

原動機付自転車免許に係る再試験

手数料の種別 区分

改正前

検査手数料

大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受け
ている者に対する検査

普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

再試験手数料

準中型自動車免許に係る再試験

増減額

小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験

（単位：円）

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験

運転免許試験
手数料

改正後

特定第一種運転免許（大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許
又は牽引免許をいう。以下同じ。）又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免
許に係る試験

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許
又は普通自動車免許が失効してから６月を超え１年以内
の者
（法第９７条の２第１項第４号関係）

別紙



1,150 900 2,050 1,150 900 2,050 +0

0 200 200 0 200 200 +0

400 700 1,100 400 750 1,150 +50

1,150 2,350 3,500 1,150 2,350 3,500 +0

400 700 1,100 400 750 1,150 +50

1,300 1,200 2,500 1,300 1,200 2,500 +0

1,250 1,250 2,500 1,250 1,300 2,550 +50

200 350 550 200 350 550 +0

250 400 650 300 450 750 +100

700
（2,100）

750
（900）

1,450
（3,000）

700
（2,000）

700
（850）

1,400
（2,850）

-50
（-150）

200 900 1,100 200 950 1,150 +50

3,200 19,900 23,100 2,950 20,450 23,400 +300

1,200 18,450 19,650 1,100 18,400 19,500 -150

1,300 13,200 14,500 1,200 13,500 14,700 +200

3,500 18,200 21,700 3,150 18,350 21,500 -200

200 900 1,100 200 950 1,150 +50

2,950 11,650 14,600 2,700 11,850 14,550 -50

1,100 10,700 11,800 1,000 10,850 11,850 +50

1,250 8,150 9,400 1,200 8,450 9,650 +250

3,400 9,350 12,750 3,050 9,400 12,450 -300

950 1,450 2,400 900 1,450 2,350 -50

※

450 300 750 450 300 750 +0

※

1,050 1,300 2,350 1,050 1,300 2,350 +0

※

700 1,400 2,100 700 1,250 1,950 -150

※

※

普通自動車免許に係る講習

※

1,150 1,300 2,450 1,450 1,350 2,800 +350

認知機能検査
手数料

審査手数料

停止処分者講習（法第１０８条の２第１項第３号関係）

大型自動車等講習（法第１０８条
の２第１項第４号関係）

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免
許（普通自動車免許を受けている者）に係る講習

国外運転免許
証交付手数料

安全運転管理者等講習（法第１０８条の２第１項第１号関係）

取消処分者講習（法第１０８条の２第１項第２号関係）

技能検定員資
格者証交付手
数料

技能検定員審
査手数料

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

普通自動車免許に係る技能検定員審査

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

1,850 1,650

2,000 4,450 +350

第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証

仮運転免許に係る免許証

第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証

免許証の更新（下欄の場合を除く。）

免許証更新手
数料

経由手数料 住所地公安委員会以外の公安委員会に対して行う免許証の更新の申請

教習指導員資
格者証交付手
数料

教習指導員審
査手数料

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

普通自動車免許に係る教習指導員審査

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

免許証交付手
数料

仮運転免許に係る免許証

免許証再交付
手数料

１つの種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係
る事項を記載して、その種類の免許に係る免許証の交付
に代える場合
（法第９２条第１項後段関係）

免許証の更新（住所地公安委員会以外の公安委員会を経由して免許証の更新の申請を行
う場合）
（法第１０１条の２の２関係）

免許の条件により運転できる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部
の解除のために受ける公安委員会の審査

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能
検定員審査（以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。）

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習
指導員審査（以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。）

3,500 +100
準中型自動車免許（普通自動車免許を受けている者を除
く。）に係る講習

2,100 2,000 4,100 2,450

1,750 1,650 3,400



大型自動二輪車免許に係る講習

※

2,800 1,300 4,100 2,800 1,350 4,150 +50

普通自動二輪車免許に係る講習

※

2,700 1,300 4,000 2,650 1,350 4,000 +0

※

400 1,000 1,400 500 1,000 1,500 +100

※

1,550 1,550 3,100 1,550 1,550 3,100 +0

※

900 400 1,300 1,000 400 1,400 +100

※

450 200 650 450 300 750 +100

準中型自動車免許に係る講習

※

600 1,550 2,150 600 1,550 2,150 +0

普通自動車免許に係る講習

※

500 1,550 2,050 500 1,550 2,050 +0

大型自動二輪車免許に係る講習

※

1,150 1,550 2,700 1,150 1,550 2,700 +0

普通自動二輪車免許に係る講習

※

1,000 1,550 2,550 1,000 1,550 2,550 +0

原動機付自転車免許に係る講習

※

850 1,550 2,400 850 1,600 2,450 +50

優良運転者に対する講習 200 300 500 200 300 500 +0

一般運転者に対する講習 300 500 800 300 500 800 +0

600 750 1,350 600 750 1,350 +0

300 500 800 300 500 800 +0

1,650 3,000 4,650 1,650 3,450 5,100 +450

550 1,450 2,000 550 1,700 2,250 +250

1,650 3,000 4,650 1,650 3,450 5,100 +450

1,900 5,650 7,550 1,850 6,100 7,950 +400

1,450 4,200 5,650 1,400 4,400 5,800 +150

550 1,450 2,000 550 1,700 2,250 +250

850 3,450 4,300 750 3,700 4,450 +150

400 2,000 2,400 350 2,000 2,350 -50

5,550 7,650 13,200 4,800 7,700 12,500 -700

3,600 5,450 9,050 3,550 5,500 9,050 +0

※

450 1,450 1,900 550 1,450 2,000 +100

850 50 900 850 50 900 +0

小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種
運転免許を受けている者に対する講習

違反者講習
（法第１０８条の２第１項第１３号
関係）

下欄以外の講習

運転者の資質の向上に資する活動を含む講習

原付講習（法第１０８条の２第１項第６号関係）

旅客自動車講習（法第１０８条の２第１項第７号関係）

応急救護処置講習（法第１０８条の２第１項第８号関係）

指定自動車教習所職員講習（法第１０８条の２第１項第９号関係）

初心運転者講習
（法第１０８条の２第１項第１０号
関係）

更新時講習
（法第１０８条の２第１項第１１号
関係）

大型自動二輪車等講習
（法第１０８条の２第１項第５号関
係）

小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習

小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種
運転免許を受けている者（認知機能検査の結果が第３分
類の者）に対する講習

小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種
運転免許を受けている者（認知機能検査の結果が第１分
類の者又は第２分類の者）に対する講習

小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種
運転免許を受けている者に対する講習（臨時高齢者講
習）

小型特殊自動車免許のみを受けている者（認知機能検査
の結果が第３分類の者）に対する講習

小型特殊自動車免許のみを受けている者（認知機能検査
の結果が第１分類の者又は第２分類の者）に対する講習

小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習
（臨時高齢者講習）

講習手数料

自転車運転者講習
（法第１０８条の２第１項第１４号関係）

高齢者講習（７０歳以上７５歳未
満の者に対するもの。）
（法第１０８条の２第１項第１２号
関係）

高齢者講習（７５歳以上の者に対
するもの。）
（法第１０８条の２第１項第１２号
関係）

初心運転者講習又は違反者講習を受けようとする者に対する通知

備考２　※印がある講習は、講習１時間当たりの金額を示している。

備考１　（　）内の金額は、公安委員会が提供する自動車を使用して技能試験等を受ける場合の金額である。

違反運転者等に対する講習（国家公安委員会規則で定
める講習）

違反運転者等に対する講習（国家公安委員会規則で定
める講習を除く。）

通知手数料



２　令第４３条第２項関係（技能検定員審査手数料の減ずる額）

　(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費に
対応する

額
合計

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費
に対応
する額

合計

1 350 3,650 4,000 300 3,700 4,000 +0

2 350 6,350 6,700 300 6,400 6,700 +0

3 0 2,450 2,450 0 2,500 2,500 +50

4 0 2,450 2,450 0 2,500 2,500 +50

5 0 2,000 2,000 0 2,350 2,350 +350

6 0 1,750 1,750 0 1,800 1,800 +50

7 2,950 10,200 13,150 2,750 10,300 13,050 -100

8 0 5,450 5,450 0 5,500 5,500 +50

　(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費に
対応する

額
合計

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費
に対応
する額

合計

1 150 3,450 3,600 100 3,450 3,550 -50

2 150 5,950 6,100 100 6,000 6,100 +0

3 0 1,950 1,950 0 2,000 2,000 +50

4 0 1,950 1,950 0 2,000 2,000 +50

5 0 1,950 1,950 0 1,900 1,900 -50

6 0 2,100 2,100 0 2,050 2,050 -50

7 950 9,600 10,550 900 9,650 10,550 +0

8 0 4,250 4,250 0 4,300 4,300 +50

　(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費に
対応する

額
合計

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費
に対応
する額

合計

1 100 1,200 1,300 50 1,200 1,250 -50

2 100 2,000 2,100 50 2,050 2,100 +0

3 0 1,950 1,950 0 2,000 2,000 +50

4 0 1,950 1,950 0 2,000 2,000 +50

5 0 2,500 2,500 0 2,650 2,650 +150

6 0 2,550 2,550 0 2,550 2,550 +0

7 1,050 3,400 4,450 1,000 3,450 4,450 +0

8 0 4,250 4,250 0 4,300 4,300 +50

　(4) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費に
対応する

額
合計

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費
に対応
する額

合計

1 200 4,050 4,250 150 4,100 4,250 +0

2 200 7,200 7,400 150 7,250 7,400 +0

3 0 3,700 3,700 0 3,700 3,700 +0

4 0 2,550 2,550 0 2,550 2,550 +0

5 3,300 11,450 14,750 3,000 11,550 14,550 -200

免除される審査細目

改正前

１及び２のいずれをも免除される者である場合

道路運送法第２条第３項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関
する法律第２条第１項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

自動車の運転技能の評価方法に関する知識

自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

技能検定員として必要な自動車の運転技能

改正前

技能検定員として必要な自動車の運転技能

自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

法第１０８条の２８第４項に規定する教則の内容となっている事項

自動車教習所に関する法令についての知識

技能検定の実施に関する知識

自動車の運転技能の評価方法に関する知識

改正前

免除される審査細目

増減額

改正後

増減額

改正後

１及び２のいずれをも免除される場合

３及び４のいずれをも免除される場合

増減額

改正後

免除される審査細目

改正前

増減額

改正後

３及び４のいずれをも免除される場合

１及び２のいずれをも免除される場合

自動車の運転技能の評価方法に関する知識

技能検定の実施に関する知識

自動車教習所に関する法令についての知識

自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

技能検定員として必要な自動車の運転技能

法第１０８条の２８第４項に規定する教則の内容となっている事項

自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

技能検定員として必要な自動車の運転技能

３及び４のいずれをも免除される場合

１及び２のいずれをも免除される場合

自動車の運転技能の評価方法に関する知識

技能検定の実施に関する知識

自動車教習所に関する法令についての知識

法第１０８条の２８第４項に規定する教則の内容となっている事項

免除される審査細目



３　令第４３条第３項関係（教習指導員審査手数料の減ずる額）

　(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費に
対応する

額
合計

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費
に対応
する額

合計

1 350 3,650 4,000 300 3,700 4,000 +0

2 50 1,300 1,350 50 1,350 1,400 +50

3 0 1,250 1,250 0 1,300 1,300 +50

4 0 1,550 1,550 0 1,600 1,600 +50

5 0 1,550 1,550 0 1,600 1,600 +50

6 0 1,400 1,400 0 1,500 1,500 +100

7 2,700 5,150 7,850 2,550 5,250 7,800 -50

8 0 3,350 3,350 0 3,350 3,350 +0

　(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費に
対応する

額
合計

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費
に対応
する額

合計

1 150 3,450 3,600 100 3,450 3,550 -50

2 0 1,250 1,250 0 1,300 1,300 +50

3 0 1,200 1,200 0 1,250 1,250 +50

4 0 1,350 1,350 0 1,350 1,350 +0

5 0 1,350 1,350 0 1,350 1,350 +0

6 0 1,300 1,300 0 1,300 1,300 +0

7 850 4,900 5,750 800 4,950 5,750 +0

8 0 2,800 2,800 0 2,850 2,850 +50

　(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費に
対応する

額
合計

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費
に対応
する額

合計

1 100 1,200 1,300 50 1,200 1,250 -50

2 50 1,250 1,300 50 1,300 1,350 +50

3 0 1,100 1,100 0 1,250 1,250 +150

4 0 1,300 1,300 0 1,300 1,300 +0

5 0 1,300 1,300 0 1,300 1,300 +0

6 0 1,200 1,200 0 1,250 1,250 +50

7 1,050 2,650 3,700 1,000 2,700 3,700 +0

8 0 2,700 2,700 0 2,750 2,750 +50

　(4) 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費に
対応する

額
合計

物件費及
び施設費
に対応す

る額

人件費
に対応
する額

合計

1 200 4,050 4,250 150 4,100 4,250 +0

2 50 2,000 2,050 50 2,000 2,050 +0

3 0 2,550 2,550 0 2,550 2,550 +0

4 3,150 6,300 9,450 2,850 6,300 9,150 -300

１及び２のいずれをも免除される場合

４及び５のいずれをも免除される場合

自動車教習所に関する法令についての知識

技能教習に必要な教習の技能

１及び２のいずれをも免除される者である場合

１及び２のいずれをも免除される場合

４及び５のいずれをも免除される場合

教習指導員として必要な自動車の運転技能

技能教習に必要な教習の技能

学科教習に必要な教習の技能

法第１０８条の２８第４項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

自動車教習所に関する法令についての知識

教習指導員として必要な教育についての知識

道路運送法第２条第３項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関
する法律第２条第１項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

教習指導員として必要な自動車の運転技能

増減額

改正後

免除される審査細目

改正前

教習指導員として必要な自動車の運転技能

技能教習に必要な教習の技能

学科教習に必要な教習の技能

法第１０８条の２８第４項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

自動車教習所に関する法令についての知識

教習指導員として必要な教育についての知識

免除される審査細目

増減額

改正後

改正前

増減額

改正後

増減額

改正後

教習指導員として必要な教育についての知識

１及び２のいずれをも免除される場合

４及び５のいずれをも免除される場合

免除される審査細目

改正前

教習指導員として必要な自動車の運転技能

技能教習に必要な教習の技能

学科教習に必要な教習の技能

法第１０８条の２８第４項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

免除される審査細目

改正前



第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
運
転
免
許
試
験
手
数
料
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

運
転
免
許

試
験
手
数

料

大
型
自
動
車
免
許
、

中
型
自
動
車
免
許
又

は
準
中
型
自
動
車
免

許
に
係
る
試
験

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
第
一
号
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第
二
号
に
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当
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同
項
の
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法
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の
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一
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三
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第
五
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当
し
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同
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適
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を
受
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る
場
合

五
百
円

千
四
百
円

法
第
九
十
七
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の
二

第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場
合

六
百
五
十
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（
法
第
九

十
七
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第
一
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第
二
号

に
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る
事
項
に
つ
い
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公
安
委

員
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が
提
供
す
る
自
動

車
を
使
用
し
て
受
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
二

千
九
百
五
十
円
）

三
千
四
百
五
十
円
（
法

第
九
十
七
条
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
行
う
試
験
を
公

安
委
員
会
が
提
供
す
る

自
動
車
を
使
用
し
て
受

け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、三
千
六
百
五
十
円
）

普
通
自
動
車
免
許
に

係
る
試
験

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
該
当
し
て

同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合

五
百
円

千
二
百
五
十
円

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
第
三
号
又
は

第
五
号
に
該
当
し
て

同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合

五
百
円

千
四
百
円

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場
合

六
百
五
十
円
（
法
第
九

十
七
条
第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
行
う
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験
を
公
安
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員
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が
提
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す
る
自
動

車
を
使
用
し
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受
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場
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あ
つ
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は
、
千
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百
五
十
円
）

千
九
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円
（
法
第
九
十

七
条
第
一
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第
二
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に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

行
う
試
験
を
公
安
委
員

会
が
提
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す
る
自
動
車

を
使
用
し
て
受
け
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
二
千

百
円
）

特
定
第
一
種
運
転
免

許
（
大
型
特
殊
自
動

車
免
許
、
大
型
自
動

二
輪
車
免
許
、
普
通

自
動
二
輪
車
免
許
又

は
牽け

ん

引
免
許
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）又

は
大
型
特
殊
自
動
車

第
二
種
免
許
若
し
く

は
牽け
ん

引
第
二
種
免
許

に
係
る
試
験

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
第
二
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
場

合

五
百
円

千
二
百
五
十
円

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
第
三
号
又
は

第
五
号
に
該
当
し
て

同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合

五
百
円

千
四
百
円

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場
合

六
百
五
十
円
（
法
第
九

十
七
条
第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
行
う
試
験
を
公
安
委

員
会
が
提
供
す
る
自
動

車
を
使
用
し
て
受
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
千

九
百
五
十
円
）

千
九
百
五
十
円
（
法
第

九
十
七
条
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
行
う
試
験
を
公
安

委
員
会
が
提
供
す
る
自

動
車
を
使
用
し
て
受
け

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

二
千
百
円
）

小
型
特
殊
自
動
車
免

許
又
は
原
動
機
付
自

転
車
免
許
に
係
る
試

験

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
場
合

五
百
円

千
四
百
円

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場
合

五
百
円

千
円

大
型
自
動
車
第
二
種

免
許
、
中
型
自
動
車

第
二
種
免
許
又
は
普

通
自
動
車
第
二
種
免

許
に
係
る
試
験

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
第
二
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
場

合

五
百
円

千
二
百
円

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
第
三
号
又
は

第
五
号
に
該
当
し
て

同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合

五
百
円

千
四
百
円

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場
合

六
百
五
十
円
（
法
第
九

十
七
条
第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
行
う
試
験
を
公
安
委

員
会
が
提
供
す
る
自
動

車
を
使
用
し
て
受
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
三

千
三
百
円
）

四
千
百
五
十
円
（
法
第

九
十
七
条
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
行
う
試
験
を
公
安

委
員
会
が
提
供
す
る
自

動
車
を
使
用
し
て
受
け

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

四
千
三
百
五
十
円
）
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路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
一
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
一
号

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
七
条
の
二
、
第
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
百
十
四

条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
の
四
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
号

と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国



　別添１

Administrator
四角形



仮
運
転
免
許
に
係
る

試
験

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
第
二
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
場

合

五
百
円

千
二
百
円

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
第
四
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
場

合

五
百
円

千
五
十
円

法
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
場
合

六
百
五
十
円
（
法
第
九

十
七
条
第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
行
う
試
験
を
公
安
委

員
会
が
提
供
す
る
自
動

車
を
使
用
し
て
受
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
千

九
百
五
十
円
）

二
千
二
百
五
十
円
（
法

第
九
十
七
条
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
行
う
試
験
を
公

安
委
員
会
が
提
供
す
る

自
動
車
を
使
用
し
て
受

け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
千
四
百
円
）

再
試
験
手

数
料

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
再
試
験

六
百
円
（
法
第
百
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る

準
中
型
自
動
車
の
運
転

に
つ
い
て
必
要
な
技
能

に
つ
い
て
行
う
試
験
を

公
安
委
員
会
が
提
供
す

る
自
動
車
を
使
用
し
て

受
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
千
九
百
円
）

千
三
百
円
（
法
第
百
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
準
中
型
自
動
車
の
運

転
に
つ
い
て
必
要
な
技

能
に
つ
い
て
行
う
試
験

を
公
安
委
員
会
が
提
供

す
る
自
動
車
を
使
用
し

て
受
け
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
千
五
百
円
）

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
再
試
験

六
百
円
（
法
第
百
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る

普
通
自
動
車
の
運
転
に

つ
い
て
必
要
な
技
能
に

つ
い
て
行
う
試
験
を
公

安
委
員
会
が
提
供
す
る

自
動
車
を
使
用
し
て
受

け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
千
二
百
円
）

千
百
五
十
円
（
法
第
百

条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
普
通
自
動
車
の
運

転
に
つ
い
て
必
要
な
技

能
に
つ
い
て
行
う
試
験

を
公
安
委
員
会
が
提
供

す
る
自
動
車
を
使
用
し

て
受
け
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、千
三
百
五
十
円
）

大
型
自
動
二
輪
車
免
許
又
は
普
通
自
動
二
輪

車
免
許
に
係
る
再
試
験

六
百
円
（
法
第
百
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る

大
型
自
動
二
輪
車
又
は

普
通
自
動
二
輪
車
の
運

転
に
つ
い
て
必
要
な
技

能
に
つ
い
て
行
う
試
験

を
公
安
委
員
会
が
提
供

す
る
自
動
車
を
使
用
し

て
受
け
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
千
九
百
円
）

千
五
十
円
（
法
第
百
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
大
型
自
動
二
輪
車
又

は
普
通
自
動
二
輪
車
の

運
転
に
つ
い
て
必
要
な

技
能
に
つ
い
て
行
う
試

験
を
公
安
委
員
会
が
提

供
す
る
自
動
車
を
使
用

し
て
受
け
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
千
二
百
円
）

原
動
機
付
自
転
車
免
許
に
係
る
再
試
験

四
百
五
十
円

五
百
五
十
円

第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
免
許
証
交
付
手
数
料
の
項
及
び
免
許
証
再
交
付
手
数
料
の
項
中
「
七
百
円
」
を
「
七
百
五

十
円
」
に
改
め
、
同
表
免
許
証
更
新
手
数
料
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

免
許
証
更

新
手
数
料

免
許
証
の
更
新
（
法
第
百
一
条
の
二
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
の
更
新
の
申
請

を
す
る
場
合
を
除
く
。）

千
三
百
円

千
二
百
円

免
許
証
の
更
新
（
法
第
百
一
条
の
二
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
の
更
新
の
申
請

を
す
る
場
合
）

千
二
百
五
十
円

千
三
百
円

技
能
検
定

員
審
査
手

数
料

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
法
第
九
十
九
条

の
二
第
四
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
審
査

（
以
下
「
技
能
検
定
員
審
査
」
と
い
う
。）

二
千
九
百
五
十
円

二
万
四
百
五
十
円

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

千
百
円

一
万
八
千
四
百
円

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員

審
査

千
二
百
円

一
万
三
千
五
百
円

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第

二
種
免
許
又
は
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に

係
る
技
能
検
定
員
審
査
で
、
こ
れ
ら
の
免
許

に
対
応
す
る
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能

検
定
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

に
対
す
る
も
の
（
以
下
「
大
型
自
動
車
第
二

種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
」
と
い

う
。）

三
千
百
五
十
円

一
万
八
千
三
百
五
十
円

講
習
手
数

料

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

四
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

三
百
円

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
三
百
円

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

七
百
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
二
百
五
十
円

法
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
四
号
に
掲
げ

る
講
習

大
型
自
動
車
免
許
、

中
型
自
動
車
免
許
又

は
準
中
型
自
動
車
免

許
に
係
る
講
習
（
準

中
型
自
動
車
免
許
に

係
る
講
習
に
あ
つ
て

は
、
普
通
自
動
車
免

許
を
受
け
て
い
る
者

に
対
す
る
も
の
に
限

る
。）

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

二
千
四
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

二
千
円

平成年月日 木曜日 第号官 報

第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
検
査
手
数
料
の
項
中
「
三
百
五
十
円
」
を
「
三
百
円
」
に
、「
二
千
八
百
円
」
を
「
二
千
六

百
円
」
に
、「
三
千
七
百
円
（
」
を
「
三
千
六
百
円
（
」
に
、「
三
千
九
百
円
」
を
「
三
千
八
百
円
」
に
、「
千
五
十
円
」
を

「
九
百
円
」
に
、「
三
千
五
百
円
」
を
「
三
千
四
百
五
十
円
」
に
、「
三
千
七
百
円
）」を
「
三
千
六
百
五
十
円
）」に
改
め
、

同
表
再
試
験
手
数
料
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
認
知
機
能
検
査
手
数
料
の
項
中
「
二
百
五
十
円
」
を
「
三
百
円
」
に
、「
四
百
円
」
を
「
四

百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
審
査
手
数
料
の
項
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
円
」
に
、「
七
百
五
十
円
」
を
「
七
百
円
」

に
、「
九
百
円
」
を
「
八
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
技
能
検
定
員
資
格
者
証
交
付
手
数
料
の
項
中
「
九
百
円
」
を
「
九

百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
技
能
検
定
員
審
査
手
数
料
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
教
習
指
導
員
資
格
者
証
交
付
手
数
料
の
項
中
「
九
百
円
」
を
「
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、

同
表
教
習
指
導
員
審
査
手
数
料
の
項
中
「
二
千
九
百
五
十
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
、「
一
万
千
六
百
五
十
円
」を「
一

万
千
八
百
五
十
円
」
に
、「
千
百
円
」
を
「
千
円
」
に
、「
一
万
七
百
円
」
を
「
一
万
八
百
五
十
円
」に
、「
千
二
百
五
十
円
」

を
「
千
二
百
円
」
に
、「
八
千
百
五
十
円
」
を
「
八
千
四
百
五
十
円
」
に
、「
三
千
四
百
円
」
を
「
三
千
五
十
円
」
に
、「
九

千
三
百
五
十
円
」
を
「
九
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
国
外
運
転
免
許
証
交
付
手
数
料
の
項
中
「
九
百
五
十
円
」を「
九

百
円
」
に
改
め
、
同
表
講
習
手
数
料
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





準
中
型
自
動
車
免
許

に
係
る
講
習
（
普
通

自
動
車
免
許
を
受
け

て
い
る
者
に
対
す
る

も
の
を
除
く
。）

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
八
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
六
百
五
十
円

普
通
自
動
車
免
許
に

係
る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
四
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
三
百
五
十
円

法
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
五
号
に
掲
げ

る
講
習

大
型
自
動
二
輪
車
免

許
に
係
る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

二
千
八
百
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
三
百
五
十
円

普
通
自
動
二
輪
車
免

許
に
係
る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

二
千
六
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
三
百
五
十
円

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る

講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

五
百
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
円

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る

講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
五
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
五
百
五
十
円

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る

講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

四
百
円

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る

講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

四
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

三
百
円

法
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十
号
に
掲
げ

る
講
習

準
中
型
自
動
車
免
許

に
係
る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

六
百
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
五
百
五
十
円

普
通
自
動
車
免
許
に

係
る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

五
百
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
五
百
五
十
円

大
型
自
動
二
輪
車
免

許
に
係
る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
五
百
五
十
円

普
通
自
動
二
輪
車
免

許
に
係
る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
五
百
五
十
円

原
動
機
付
自
転
車
免

許
に
係
る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

八
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
六
百
円

法
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十
一
号
に
掲

げ
る
講
習

法
第
九
十
二
条
の
二

第
一
項
の
表
の
備
考

一
の
２
に
規
定
す
る

優
良
運
転
者
に
対
す

る
講
習

二
百
円

三
百
円

法
第
九
十
二
条
の
二

第
一
項
の
表
の
備
考

一
の
３
に
規
定
す
る

一
般
運
転
者
に
対
す

る
講
習

三
百
円

五
百
円

法
第
九
十
二
条
の
二

第
一
項
の
表
の
備
考

一
の
４
に
規
定
す
る

違
反
運
転
者
等
に
対

す
る
講
習

六
百
円
（
国
家
公
安
委

員
会
規
則
で
定
め
る
第

三
十
三
条
の
七
第
二
項

の
基
準
に
該
当
し
な
い

者
に
対
す
る
講
習
に
あ

つ
て
は
、
三
百
円
）

七
百
五
十
円
（
国
家
公

安
委
員
会
規
則
で
定
め

る
第
三
十
三
条
の
七
第

二
項
の
基
準
に
該
当
し

な
い
者
に
対
す
る
講
習

に
あ
つ
て
は
、五
百
円
）

法
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十
二
号
に
掲

げ
る
講
習

小
型
特
殊
自
動
車
免

許
以
外
の
第
一
種
運

転
免
許
又
は
第
二
種

運
転
免
許
を
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
講

習
（
法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
第
三
号

イ
、
第
百
一
条
の
四

第
二
項
又
は
第
百
一

条
の
七
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
認
知
機
能

検
査
の
結
果
に
基
づ

い
て
行
う
も
の
を
除

く
。）

千
六
百
五
十
円

三
千
四
百
五
十
円

小
型
特
殊
自
動
車
免

許
以
外
の
第
一
種
運

転
免
許
又
は
第
二
種

運
転
免
許
を
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
講

習
（
法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
第
三
号

イ
又
は
第
百
一
条
の

四
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
認
知
機
能
検
査

の
結
果
に
基
づ
い
て

行
う
も
の
に
限
る
。）

千
六
百
五
十
円
（
当
該

認
知
機
能
検
査
の
結
果

が
認
知
症
の
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
そ
の
他
の
認

知
機
能
が
低
下
し
て
い

る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
と
し
て
内

閣
府
令
で
定
め
る
基
準

に
該
当
す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
千
八
百
五
十

円
）

三
千
四
百
五
十
円
（
当

該
認
知
機
能
検
査
の
結

果
が
認
知
症
の
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の

認
知
機
能
が
低
下
し
て

い
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
を
示
す
も
の
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
基

準
に
該
当
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、六
千
百
円
）

小
型
特
殊
自
動
車
免

許
以
外
の
第
一
種
運

転
免
許
又
は
第
二
種

運
転
免
許
を
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
講

習
（
法
第
百
一
条
の

七
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
認
知
機
能
検
査

の
結
果
に
基
づ
い
て

行
う
も
の
に
限
る
。）

千
四
百
円

四
千
四
百
円

小
型
特
殊
自
動
車
免

許
の
み
を
受
け
て
い

る
者
に
対
す
る
講
習

（
法
第
九
十
七
条
の

二
第
一
項
第
三
号

イ
、
第
百
一
条
の
四

第
二
項
又
は
第
百
一

条
の
七
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
認
知
機
能

検
査
の
結
果
に
基
づ

い
て
行
う
も
の
を
除

く
。）

五
百
五
十
円

千
七
百
円

小
型
特
殊
自
動
車
免

許
の
み
を
受
け
て
い

る
者
に
対
す
る
講
習

（
法
第
九
十
七
条
の

二
第
一
項
第
三
号
イ

又
は
第
百
一
条
の
四

第
二
項
の
規
定
に
よ

り
認
知
機
能
検
査
の

結
果
に
基
づ
い
て
行

う
も
の
に
限
る
。）

五
百
五
十
円
（
当
該
認

知
機
能
検
査
の
結
果
が

認
知
症
の
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
そ
の
他
の
認
知

機
能
が
低
下
し
て
い
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を

示
す
も
の
と
し
て
内
閣

府
令
で
定
め
る
基
準
に

該
当
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
七
百
五
十
円
）

千
七
百
円
（
当
該
認
知

機
能
検
査
の
結
果
が
認

知
症
の
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
そ
の
他
の
認
知
機

能
が
低
下
し
て
い
る
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
示

す
も
の
と
し
て
内
閣
府

令
で
定
め
る
基
準
に
該

当
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
三
千
七
百
円
）

平成年月日 木曜日 第号官 報 



小
型
特
殊
自
動
車
免

許
の
み
を
受
け
て
い

る
者
に
対
す
る
講
習

（
法
第
百
一
条
の
七

第
四
項
の
規
定
に
よ

り
認
知
機
能
検
査
の

結
果
に
基
づ
い
て
行

う
も
の
に
限
る
。）

三
百
五
十
円

二
千
円

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ

る
講
習

四
千
八
百
円
（
当
該
講

習
が
国
家
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、三
千
五
百
五
十
円
）

七
千
七
百
円
（
当
該
講

習
が
国
家
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
五
千
五
百
円
）

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ

る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

五
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

千
四
百
五
十
円

第
四
十
三
条
第
二
項
の
表
一
の
項
及
び
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要

な
自
動
車
の
運
転
技
能

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車

免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に

係
る
技
能
検
定
員
審
査

三
百
円

三
千
七
百
円

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検

定
員
審
査

百
円

三
千
四
百
五
十
円

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技

能
検
定
員
審
査

五
十
円

千
二
百
円

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係

る
技
能
検
定
員
審
査

百
五
十
円

四
千
百
円

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関

す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車

免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に

係
る
技
能
検
定
員
審
査

三
百
円

六
千
四
百
円

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検

定
員
審
査

百
円

六
千
円

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技

能
検
定
員
審
査

五
十
円

二
千
五
十
円

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係

る
技
能
検
定
員
審
査

百
五
十
円

七
千
二
百
五
十
円

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要

な
自
動
車
の
運
転
技
能

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車

免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に

係
る
教
習
指
導
員
審
査

三
百
円

三
千
七
百
円

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指

導
員
審
査

百
円

三
千
四
百
五
十
円

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教

習
指
導
員
審
査

五
十
円

千
二
百
円

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係

る
教
習
指
導
員
審
査

百
五
十
円

四
千
百
円

平成年月日 木曜日 第号官 報

第
四
十
三
条
第
二
項
の
表
三
の
項
及
び
四
の
項
中
「
二
千
四
百
五
十
円
」
を
「
二
千
五
百
円
」に
、「
千
九
百
五
十
円
」

を
「
二
千
円
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
三
百
五
十
円
」
に
、「
千
九
百
五
十
円
」
を
「
千
九
百

円
」
に
、「
二
千
五
百
円
」
を
「
二
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
千
七
百
五
十
円
」
を
「
千
八
百
円
」

に
、「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
一
中
「
二
千
二
百
五
十
円
」
を
「
二
千
百
五
十
円
」に
、

「
六
百
五
十
円
」
を
「
七
百
円
」
に
、「
八
百
五
十
円
」
を
「
九
百
円
」
に
、「
二
千
九
百
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
改

め
、
同
表
の
備
考
二
中
「
五
百
五
十
円
」
を
「
五
百
円
」
に
、「
三
百
五
十
円
」
を
「
三
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

の
表
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
三
項
の
表
二
の
項
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
五
十
円
」
に
、「
千
二
百
五
十
円
」
を「
千
三
百
円
」

に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
千
二
百
五
十
円
」
を
「
千
三
百
円
」
に
、「
千
二
百
円
」
を
「
千
二
百
五
十
円
」
に
、「
千
百

円
」
を
「
千
二
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
及
び
五
の
項
中
「
千
五
百
五
十
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
、

同
表
六
の
項
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
、「
千
二
百
円
」
を
「
千
二
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
一

中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
、「
二
千
九
百
円
」
を
「
二
千
六
百
五
十
円
」
に
、「
二
百
五
十
円
」
を
「
二

百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
二
中
「
二
百
五
十
円
」
を
「
百
五
十
円
」
に
、「
百
円
」
を
「
百
五
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
違
反
行
為
に
付
す
る
点
数
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三





- 1 -

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
我
が
国
と
同
等
の
水
準
の
運
転
免
許
制
度
を
有
す
る
国
又
は
地
域
）

（
我
が
国
と
同
等
の
水
準
の
運
転
免
許
制
度
を
有
す
る
国
又
は
地
域
）

第
三
十
九
条
の
四

法
第
百
七
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
国
又
は
地
域
は
、
次
に
掲

第
三
十
九
条
の
四

法
第
百
七
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
国
又
は
地
域
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国

（
新
設
）

二
～
八

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
及
び
額
）

（
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
及
び
額
）

第
四
十
三
条

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
表
の
第
一

第
四
十
三
条

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
表
の
第
一

欄
に
掲
げ
る
手
数
料
の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
定
め
る
区
分
と

欄
に
掲
げ
る
手
数
料
の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
定
め
る
区
分
と

し
、
同
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は

し
、
同
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は

、
当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
と
し
、
同
項
の
人

、
当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
と
し
、
同
項
の
人

件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ

件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

手
数
料
の

区

分

物
件
費
及
び
施
設
費

人
件
費
に
対
応
す
る

手
数
料
の

区

分

物
件
費
及
び
施
設
費

人
件
費
に
対
応
す
る

種
別

に
対
応
す
る
額

額

種
別

に
対
応
す
る
額

額

運
転
免
許

大
型
自
動

法
第
九

五
百
円

千
五
十
円

運
転
免
許

大
型
自
動

法
第
九

五
百
五
十
円

千
五
十
円

試
験
手
数

車
免
許
、

十
七
条

試
験
手
数

車
免
許
、

十
七
条

料

中
型
自
動

の
二
第

料

中
型
自
動

の
二
第

別添２

P1700000QZ
四角形



- 2 -

車
免
許
又

一
項
第

車
免
許
又

一
項
第

は
準
中
型

一
号
又

は
準
中
型

一
号
又

自
動
車
免

は
第
二

自
動
車
免

は
第
二

許
に
係
る

号
に
該

許
に
係
る

号
に
該

試
験

当
し
て

試
験

当
し
て

同
項
の

同
項
の

規
定
の

規
定
の

適
用
を

適
用
を

受
け
る

受
け
る

場
合

場
合

法
第
九

五
百
円

千
四
百
円

法
第
九

五
百
五
十
円

千
三
百
五
十
円

十
七
条

十
七
条

の
二
第

の
二
第

一
項
第

一
項
第

三
号
又

三
号
又

は
第
五

は
第
五

号
に
該

号
に
該

当
し
て

当
し
て

同
項
の

同
項
の

規
定
の

規
定
の

適
用
を

適
用
を

受
け
る

受
け
る

場
合

場
合

法
第
九

六
百
五
十
円
（
法
第

三
千
四
百
五
十
円
（

法
第
九

六
百
五
十
円
（
法
第

三
千
七
百
五
十
円
（
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十
七
条

九
十
七
条
第
一
項
第

法
第
九
十
七
条
第
一

十
七
条

九
十
七
条
第
一
項
第

法
第
九
十
七
条
第
一

の
二
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

項
第
二
号
に
掲
げ
る

の
二
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

項
第
二
号
に
掲
げ
る

一
項
の

に
つ
い
て
行
う
試
験

事
項
に
つ
い
て
行
う

一
項
の

に
つ
い
て
行
う
試
験

事
項
に
つ
い
て
行
う

規
定
の

を
公
安
委
員
会
が
提

試
験
を
公
安
委
員
会

規
定
の

を
公
安
委
員
会
が
提

試
験
を
公
安
委
員
会

適
用
を

供
す
る
自
動
車
を
使

が
提
供
す
る
自
動
車

適
用
を

供
す
る
自
動
車
を
使

が
提
供
す
る
自
動
車

受
け
な

用
し
て
受
け
る
場
合

を
使
用
し
て
受
け
る

受
け
な

用
し
て
受
け
る
場
合

を
使
用
し
て
受
け
る

い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
千

場
合
に
あ
つ
て
は
、

い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
三
千

場
合
に
あ
つ
て
は
、

九
百
五
十
円
）

三
千
六
百
五
十
円
）

百
円
）

三
千
九
百
五
十
円
）

普
通
自
動

法
第
九

五
百
円

千
二
百
五
十
円

普
通
自
動

法
第
九

五
百
円

千
二
百
五
十
円

車
免
許
に

十
七
条

車
免
許
に

十
七
条

係
る
試
験

の
二
第

係
る
試
験

の
二
第

一
項
第

一
項
第

一
号
又

一
号
又

は
第
二

は
第
二

号
に
該

号
に
該

当
し
て

当
し
て

同
項
の

同
項
の

規
定
の

規
定
の

適
用
を

適
用
を

受
け
る

受
け
る

場
合

場
合

法
第
九

五
百
円

千
四
百
円

法
第
九

五
百
円

千
三
百
五
十
円

十
七
条

十
七
条

の
二
第

の
二
第
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一
項
第

一
項
第

三
号
又

三
号
又

は
第
五

は
第
五

号
に
該

号
に
該

当
し
て

当
し
て

同
項
の

同
項
の

規
定
の

規
定
の

適
用
を

適
用
を

受
け
る

受
け
る

場
合

場
合

法
第
九

六
百
五
十
円
（
法
第

千
九
百
円
（
法
第
九

法
第
九

六
百
五
十
円
（
法
第

千
五
百
五
十
円
（
法

十
七
条

九
十
七
条
第
一
項
第

十
七
条
第
一
項
第
二

十
七
条

九
十
七
条
第
一
項
第

第
九
十
七
条
第
一
項

の
二
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

号
に
掲
げ
る
事
項
に

の
二
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

第
二
号
に
掲
げ
る
事

一
項
の

に
つ
い
て
行
う
試
験

つ
い
て
行
う
試
験
を

一
項
の

に
つ
い
て
行
う
試
験

項
に
つ
い
て
行
う
試

規
定
の

を
公
安
委
員
会
が
提

公
安
委
員
会
が
提
供

規
定
の

を
公
安
委
員
会
が
提

験
を
公
安
委
員
会
が

適
用
を

供
す
る
自
動
車
を
使

す
る
自
動
車
を
使
用

適
用
を

供
す
る
自
動
車
を
使

提
供
す
る
自
動
車
を

受
け
な

用
し
て
受
け
る
場
合

し
て
受
け
る
場
合
に

受
け
な

用
し
て
受
け
る
場
合

使
用
し
て
受
け
る
場

い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
千
二

あ
つ
て
は
、
二
千
百

い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
千
三

合
に
あ
つ
て
は
、
千

百
五
十
円
）

円
）

百
五
十
円
）

七
百
五
十
円
）

特
定
第
一

法
第
九

五
百
円

千
二
百
五
十
円

特
定
第
一

法
第
九

五
百
五
十
円

千
二
百
円

種
運
転
免

十
七
条

種
運
転
免

十
七
条

許
（
大
型

の
二
第

許
（
大
型

の
二
第

特
殊
自
動

一
項
第

特
殊
自
動

一
項
第

車
免
許
、

二
号
に

車
免
許
、

二
号
に
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大
型
自
動

該
当
し

大
型
自
動

該
当
し

二
輪
車
免

て
同
項

二
輪
車
免

て
同
項

許
、
普
通

の
規
定

許
、
普
通

の
規
定

自
動
二
輪

の
適
用

自
動
二
輪

の
適
用

車
免
許
又

を
受
け

車
免
許
又

を
受
け

は
牽
引
免

る
場
合

は
牽
引
免

る
場
合

け
ん

け
ん

許
を
い
う

法
第
九

五
百
円

千
四
百
円

許
を
い
う

法
第
九

五
百
五
十
円

千
三
百
五
十
円

。
以
下
同

十
七
条

。
以
下
同

十
七
条

じ
。
）
又

の
二
第

じ
。
）
又

の
二
第

は
大
型
特

一
項
第

は
大
型
特

一
項
第

殊
自
動
車

三
号
又

殊
自
動
車

三
号
又

第
二
種
免

は
第
五

第
二
種
免

は
第
五

許
若
し
く

号
に
該

許
若
し
く

号
に
該

は
牽
引
第

当
し
て

は
牽
引
第

当
し
て

け
ん

け
ん

二
種
免
許

同
項
の

二
種
免
許

同
項
の

に
係
る
試

規
定
の

に
係
る
試

規
定
の

験

適
用
を

験

適
用
を

受
け
る

受
け
る

場
合

場
合

法
第
九

六
百
五
十
円
（
法
第

千
九
百
五
十
円
（
法

法
第
九

六
百
五
十
円
（
法
第

二
千
三
百
円
（
法
第

十
七
条

九
十
七
条
第
一
項
第

第
九
十
七
条
第
一
項

十
七
条

九
十
七
条
第
一
項
第

九
十
七
条
第
一
項
第

の
二
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

第
二
号
に
掲
げ
る
事

の
二
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

二
号
に
掲
げ
る
事
項

一
項
の

に
つ
い
て
行
う
試
験

項
に
つ
い
て
行
う
試

一
項
の

に
つ
い
て
行
う
試
験

に
つ
い
て
行
う
試
験

規
定
の

を
公
安
委
員
会
が
提

験
を
公
安
委
員
会
が

規
定
の

を
公
安
委
員
会
が
提

を
公
安
委
員
会
が
提
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適
用
を

供
す
る
自
動
車
を
使

提
供
す
る
自
動
車
を

適
用
を

供
す
る
自
動
車
を
使

供
す
る
自
動
車
を
使

受
け
な

用
し
て
受
け
る
場
合

使
用
し
て
受
け
る
場

受
け
な

用
し
て
受
け
る
場
合

用
し
て
受
け
る
場
合

い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
千
九

合
に
あ
つ
て
は
、
二

い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
千

に
あ
つ
て
は
、
二
千

百
五
十
円
）

千
百
円
）

五
十
円
）

四
百
五
十
円
）

小
型
特
殊

法
第
九

五
百
円

千
四
百
円

小
型
特
殊

法
第
九

五
百
円

千
三
百
五
十
円

自
動
車
免

十
七
条

自
動
車
免

十
七
条

許
又
は
原

の
二
第

許
又
は
原

の
二
第

動
機
付
自

一
項
の

動
機
付
自

一
項
の

転
車
免
許

規
定
の

転
車
免
許

規
定
の

に
係
る
試

適
用
を

に
係
る
試

適
用
を

験

受
け
る

験

受
け
る

場
合

場
合

法
第
九

五
百
円

千
円

法
第
九

五
百
円

千
円

十
七
条

十
七
条

の
二
第

の
二
第

一
項
の

一
項
の

規
定
の

規
定
の

適
用
を

適
用
を

受
け
な

受
け
な

い
場
合

い
場
合

大
型
自
動

法
第
九

五
百
円

千
二
百
円

大
型
自
動

法
第
九

五
百
五
十
円

千
二
百
円

車
第
二
種

十
七
条

車
第
二
種

十
七
条

免
許
、
中

の
二
第

免
許
、
中

の
二
第

型
自
動
車

一
項
第

型
自
動
車

一
項
第
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第
二
種
免

二
号
に

第
二
種
免

二
号
に

許
又
は
普

該
当
し

許
又
は
普

該
当
し

通
自
動
車

て
同
項

通
自
動
車

て
同
項

第
二
種
免

の
規
定

第
二
種
免

の
規
定

許
に
係
る

の
適
用

許
に
係
る

の
適
用

試
験

を
受
け

試
験

を
受
け

る
場
合

る
場
合

法
第
九

五
百
円

千
四
百
円

法
第
九

五
百
五
十
円

千
三
百
五
十
円

十
七
条

十
七
条

の
二
第

の
二
第

一
項
第

一
項
第

三
号
又

三
号
又

は
第
五

は
第
五

号
に
該

号
に
該

当
し
て

当
し
て

同
項
の

同
項
の

規
定
の

規
定
の

適
用
を

適
用
を

受
け
る

受
け
る

場
合

場
合

法
第
九

六
百
五
十
円
（
法
第

四
千
百
五
十
円
（
法

法
第
九

六
百
五
十
円
（
法
第

三
千
九
百
円
（
法
第

十
七
条

九
十
七
条
第
一
項
第

第
九
十
七
条
第
一
項

十
七
条

九
十
七
条
第
一
項
第

九
十
七
条
第
一
項
第

の
二
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

第
二
号
に
掲
げ
る
事

の
二
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

二
号
に
掲
げ
る
事
項

一
項
の

に
つ
い
て
行
う
試
験

項
に
つ
い
て
行
う
試

一
項
の

に
つ
い
て
行
う
試
験

に
つ
い
て
行
う
試
験
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規
定
の

を
公
安
委
員
会
が
提

験
を
公
安
委
員
会
が

規
定
の

を
公
安
委
員
会
が
提

を
公
安
委
員
会
が
提

適
用
を

供
す
る
自
動
車
を
使

提
供
す
る
自
動
車
を

適
用
を

供
す
る
自
動
車
を
使

供
す
る
自
動
車
を
使

受
け
な

用
し
て
受
け
る
場
合

使
用
し
て
受
け
る
場

受
け
な

用
し
て
受
け
る
場
合

用
し
て
受
け
る
場
合

い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
三
千

合
に
あ
つ
て
は
、
四

い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
三
千

に
あ
つ
て
は
、
四
千

三
百
円
）

千
三
百
五
十
円
）

五
百
五
十
円
）

百
円
）

仮
運
転
免

法
第
九

五
百
円

千
二
百
円

仮
運
転
免

法
第
九

五
百
円

千
二
百
円

許
に
係
る

十
七
条

許
に
係
る

十
七
条

試
験

の
二
第

試
験

の
二
第

一
項
第

一
項
第

二
号
に

二
号
に

該
当
し

該
当
し

て
同
項

て
同
項

の
規
定

の
規
定

の
適
用

の
適
用

を
受
け

を
受
け

る
場
合

る
場
合

法
第
九

五
百
円

千
五
十
円

法
第
九

五
百
円

千
五
十
円

十
七
条

十
七
条

の
二
第

の
二
第

一
項
第

一
項
第

四
号
に

四
号
に

該
当
し

該
当
し

て
同
項

て
同
項

の
規
定

の
規
定
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の
適
用

の
適
用

を
受
け

を
受
け

る
場
合

る
場
合

法
第
九

六
百
五
十
円
（
法
第

二
千
二
百
五
十
円
（

法
第
九

六
百
五
十
円
（
法
第

二
千
二
百
円
（
法
第

十
七
条

九
十
七
条
第
一
項
第

法
第
九
十
七
条
第
一

十
七
条

九
十
七
条
第
一
項
第

九
十
七
条
第
一
項
第

の
二
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

項
第
二
号
に
掲
げ
る

の
二
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

二
号
に
掲
げ
る
事
項

一
項
の

に
つ
い
て
行
う
試
験

事
項
に
つ
い
て
行
う

一
項
の

に
つ
い
て
行
う
試
験

に
つ
い
て
行
う
試
験

規
定
の

を
公
安
委
員
会
が
提

試
験
を
公
安
委
員
会

規
定
の

を
公
安
委
員
会
が
提

を
公
安
委
員
会
が
提

適
用
を

供
す
る
自
動
車
を
使

が
提
供
す
る
自
動
車

適
用
を

供
す
る
自
動
車
を
使

供
す
る
自
動
車
を
使

受
け
な

用
し
て
受
け
る
場
合

を
使
用
し
て
受
け
る

受
け
な

用
し
て
受
け
る
場
合

用
し
て
受
け
る
場
合

い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
千
九

場
合
に
あ
つ
て
は
、

い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
千

に
あ
つ
て
は
、
二
千

百
五
十
円
）

二
千
四
百
円
）

五
十
円
）

三
百
五
十
円
）

検
査
手
数

大
型
自
動
車
仮
運
転

三
百
円
（
公
安
委
員

三
千
六
百
円
（
公
安

検
査
手
数

大
型
自
動
車
仮
運
転

三
百
五
十
円
（
公
安

三
千
七
百
円
（
公
安

料

免
許
、
中
型
自
動
車

会
が
提
供
す
る
自
動

委
員
会
が
提
供
す
る

料

免
許
、
中
型
自
動
車

委
員
会
が
提
供
す
る

委
員
会
が
提
供
す
る

仮
運
転
免
許
又
は
準

車
を
使
用
し
て
受
け

自
動
車
を
使
用
し
て

仮
運
転
免
許
又
は
準

自
動
車
を
使
用
し
て

自
動
車
を
使
用
し
て

中
型
自
動
車
仮
運
転

る
場
合
に
あ
つ
て
は

受
け
る
場
合
に
あ
つ

中
型
自
動
車
仮
運
転

受
け
る
場
合
に
あ
つ

受
け
る
場
合
に
あ
つ

免
許
を
受
け
て
い
る

、
二
千
六
百
円
）

て
は
、
三
千
八
百
円

免
許
を
受
け
て
い
る

て
は
、
二
千
八
百
円

て
は
、
三
千
九
百
円

者
に
対
す
る
法
第
八

）

者
に
対
す
る
法
第
八

）

）

十
九
条
第
三
項
の
規

十
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
検
査
（
以

定
に
よ
る
検
査
（
以

下
「
検
査
」
と
い
う

下
「
検
査
」
と
い
う

。
）

。
）

普
通
自
動
車
仮
運
転

三
百
円
（
公
安
委
員

三
千
四
百
五
十
円
（

普
通
自
動
車
仮
運
転

三
百
五
十
円
（
公
安

三
千
五
百
円
（
公
安

免
許
を
受
け
て
い
る

会
が
提
供
す
る
自
動

公
安
委
員
会
が
提
供

免
許
を
受
け
て
い
る

委
員
会
が
提
供
す
る

委
員
会
が
提
供
す
る
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者
に
対
す
る
検
査

車
を
使
用
し
て
受
け

す
る
自
動
車
を
使
用

者
に
対
す
る
検
査

自
動
車
を
使
用
し
て

自
動
車
を
使
用
し
て

る
場
合
に
あ
つ
て
は

し
て
受
け
る
場
合
に

受
け
る
場
合
に
あ
つ

受
け
る
場
合
に
あ
つ

、
九
百
円
）

あ
つ
て
は
、
三
千
六

て
は
、
千
五
十
円
）

て
は
、
三
千
七
百
円

百
五
十
円
）

）

再
試
験
手

準
中
型
自
動
車
免
許

六
百
円
（
法
第
百
条

千
三
百
円
（
法
第
百

再
試
験
手

準
中
型
自
動
車
免
許

六
百
五
十
円
（
法
第

千
三
百
五
十
円
（
法

数
料

に
係
る
再
試
験

の
二
第
二
項
に
規
定

条
の
二
第
二
項
に
規

数
料

に
係
る
再
試
験

百
条
の
二
第
二
項
に

第
百
条
の
二
第
二
項

す
る
準
中
型
自
動
車

定
す
る
準
中
型
自
動

規
定
す
る
準
中
型
自

に
規
定
す
る
準
中
型

の
運
転
に
つ
い
て
必

車
の
運
転
に
つ
い
て

動
車
の
運
転
に
つ
い

自
動
車
の
運
転
に
つ

要
な
技
能
に
つ
い
て

必
要
な
技
能
に
つ
い

て
必
要
な
技
能
に
つ

い
て
必
要
な
技
能
に

行
う
試
験
を
公
安
委

て
行
う
試
験
を
公
安

い
て
行
う
試
験
を
公

つ
い
て
行
う
試
験
を

員
会
が
提
供
す
る
自

委
員
会
が
提
供
す
る

安
委
員
会
が
提
供
す

公
安
委
員
会
が
提
供

動
車
を
使
用
し
て
受

自
動
車
を
使
用
し
て

る
自
動
車
を
使
用
し

す
る
自
動
車
を
使
用

け
る
場
合
に
あ
つ
て

受
け
る
場
合
に
あ
つ

て
受
け
る
場
合
に
あ

し
て
受
け
る
場
合
に

は
、
二
千
九
百
円
）

て
は
、
千
五
百
円
）

つ
て
は
、
三
千
百
円

あ
つ
て
は
、
千
五
百

）

五
十
円
）

普
通
自
動
車
免
許
に

六
百
円
（
法
第
百
条

千
百
五
十
円
（
法
第

普
通
自
動
車
免
許
に

六
百
五
十
円
（
法
第

千
三
百
円
（
法
第
百

係
る
再
試
験

の
二
第
二
項
に
規
定

百
条
の
二
第
二
項
に

係
る
再
試
験

百
条
の
二
第
二
項
に

条
の
二
第
二
項
に
規

す
る
普
通
自
動
車
の

規
定
す
る
普
通
自
動

規
定
す
る
普
通
自
動

定
す
る
普
通
自
動
車

運
転
に
つ
い
て
必
要

車
の
運
転
に
つ
い
て

車
の
運
転
に
つ
い
て

の
運
転
に
つ
い
て
必

な
技
能
に
つ
い
て
行

必
要
な
技
能
に
つ
い

必
要
な
技
能
に
つ
い

要
な
技
能
に
つ
い
て

う
試
験
を
公
安
委
員

て
行
う
試
験
を
公
安

て
行
う
試
験
を
公
安

行
う
試
験
を
公
安
委

会
が
提
供
す
る
自
動

委
員
会
が
提
供
す
る

委
員
会
が
提
供
す
る

員
会
が
提
供
す
る
自

車
を
使
用
し
て
受
け

自
動
車
を
使
用
し
て

自
動
車
を
使
用
し
て

動
車
を
使
用
し
て
受

る
場
合
に
あ
つ
て
は

受
け
る
場
合
に
あ
つ

受
け
る
場
合
に
あ
つ

け
る
場
合
に
あ
つ
て
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、
千
二
百
円
）

て
は
、
千
三
百
五
十

て
は
、
千
三
百
五
十

は
、
千
五
百
円
）

円
）

円
）

大
型
自
動
二
輪
車
免

六
百
円
（
法
第
百
条

千
五
十
円
（
法
第
百

大
型
自
動
二
輪
車
免

六
百
五
十
円
（
法
第

千
百
円
（
法
第
百
条

許
又
は
普
通
自
動
二

の
二
第
二
項
に
規
定

条
の
二
第
二
項
に
規

許
又
は
普
通
自
動
二

百
条
の
二
第
二
項
に

の
二
第
二
項
に
規
定

輪
車
免
許
に
係
る
再

す
る
大
型
自
動
二
輪

定
す
る
大
型
自
動
二

輪
車
免
許
に
係
る
再

規
定
す
る
大
型
自
動

す
る
大
型
自
動
二
輪

試
験

車
又
は
普
通
自
動
二

輪
車
又
は
普
通
自
動

試
験

二
輪
車
又
は
普
通
自

車
又
は
普
通
自
動
二

輪
車
の
運
転
に
つ
い

二
輪
車
の
運
転
に
つ

動
二
輪
車
の
運
転
に

輪
車
の
運
転
に
つ
い

て
必
要
な
技
能
に
つ

い
て
必
要
な
技
能
に

つ
い
て
必
要
な
技
能

て
必
要
な
技
能
に
つ

い
て
行
う
試
験
を
公

つ
い
て
行
う
試
験
を

に
つ
い
て
行
う
試
験

い
て
行
う
試
験
を
公

安
委
員
会
が
提
供
す

公
安
委
員
会
が
提
供

を
公
安
委
員
会
が
提

安
委
員
会
が
提
供
す

る
自
動
車
を
使
用
し

す
る
自
動
車
を
使
用

供
す
る
自
動
車
を
使

る
自
動
車
を
使
用
し

て
受
け
る
場
合
に
あ

し
て
受
け
る
場
合
に

用
し
て
受
け
る
場
合

て
受
け
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
千
九
百
円

あ
つ
て
は
、
千
二
百

に
あ
つ
て
は
、
二
千

つ
て
は
、
千
二
百
五

）

円
）

五
十
円
）

十
円
）

原
動
機
付
自
転
車
免

四
百
五
十
円

五
百
五
十
円

原
動
機
付
自
転
車
免

五
百
円

五
百
五
十
円

許
に
係
る
再
試
験

許
に
係
る
再
試
験

免
許
証
交

（
略
）

（
略
）

（
略
）

免
許
証
交

（
略
）

（
略
）

（
略
）

付
手
数
料

仮
運
転
免
許
に
係
る

四
百
円

七
百
五
十
円

付
手
数
料

仮
運
転
免
許
に
係
る

四
百
円

七
百
円

免
許
証

免
許
証

免
許
証
再

（
略
）

（
略
）

（
略
）

免
許
証
再

（
略
）

（
略
）

（
略
）

交
付
手
数

仮
運
転
免
許
に
係
る

四
百
円

七
百
五
十
円

交
付
手
数

仮
運
転
免
許
に
係
る

四
百
円

七
百
円

料

免
許
証

料

免
許
証

免
許
証
更

免
許
証
の
更
新
（
法

千
三
百
円

千
二
百
円

免
許
証
更

免
許
証
の
更
新
（
法

千
三
百
円

千
二
百
円

新
手
数
料

第
百
一
条
の
二
の
二

新
手
数
料

第
百
一
条
の
二
の
二
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第
一
項
の
規
定
に
よ

第
一
項
の
規
定
に
よ

り
免
許
証
の
更
新
の

り
免
許
証
の
更
新
の

申
請
を
す
る
場
合
を

申
請
を
す
る
場
合
を

除
く
。
）

除
く
。
）

免
許
証
の
更
新
（
法

千
二
百
五
十
円

千
三
百
円

免
許
証
の
更
新
（
法

千
二
百
五
十
円

千
二
百
五
十
円

第
百
一
条
の
二
の
二

第
百
一
条
の
二
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ

第
一
項
の
規
定
に
よ

り
免
許
証
の
更
新
の

り
免
許
証
の
更
新
の

申
請
を
す
る
場
合
）

申
請
を
す
る
場
合
）

（
略
）

（
略
）

認
知
機
能

三
百
円

四
百
五
十
円

認
知
機
能

二
百
五
十
円

四
百
円

検
査
手
数

検
査
手
数

料

料

審
査
手
数

七
百
円
（
公
安
委
員

七
百
円
（
公
安
委
員

審
査
手
数

七
百
円
（
公
安
委
員

七
百
五
十
円
（
公
安

料

会
が
提
供
す
る
自
動

会
が
提
供
す
る
自
動

料

会
が
提
供
す
る
自
動

委
員
会
が
提
供
す
る

車
を
使
用
し
て
受
け

車
を
使
用
し
て
受
け

車
を
使
用
し
て
受
け

自
動
車
を
使
用
し
て

る
場
合
に
あ
つ
て
は

る
場
合
に
あ
つ
て
は

る
場
合
に
あ
つ
て
は

受
け
る
場
合
に
あ
つ

、
二
千
円
）

、
八
百
五
十
円
）

、
二
千
百
円
）

て
は
、
九
百
円
）

技
能
検
定

二
百
円

九
百
五
十
円

技
能
検
定

二
百
円

九
百
円

員
資
格
者

員
資
格
者

証
交
付
手

証
交
付
手

数
料

数
料

技
能
検
定

大
型
自
動
車
免
許
、

二
千
九
百
五
十
円

二
万
四
百
五
十
円

技
能
検
定

大
型
自
動
車
免
許
、

三
千
二
百
円

一
万
九
千
九
百
円

員
審
査
手

中
型
自
動
車
免
許
又

員
審
査
手

中
型
自
動
車
免
許
又
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数
料

は
準
中
型
自
動
車
免

数
料

は
準
中
型
自
動
車
免

許
に
係
る
法
第
九
十

許
に
係
る
法
第
九
十

九
条
の
二
第
四
項
第

九
条
の
二
第
四
項
第

一
号
イ
の
規
定
に
よ

一
号
イ
の
規
定
に
よ

る
審
査
（
以
下
「
技

る
審
査
（
以
下
「
技

能
検
定
員
審
査
」
と

能
検
定
員
審
査
」
と

い
う
。
）

い
う
。
）

普
通
自
動
車
免
許
に

千
百
円

一
万
八
千
四
百
円

普
通
自
動
車
免
許
に

千
二
百
円

一
万
八
千
四
百
五
十

係
る
技
能
検
定
員
審

係
る
技
能
検
定
員
審

円

査

査

特
定
第
一
種
運
転
免

千
二
百
円

一
万
三
千
五
百
円

特
定
第
一
種
運
転
免

千
三
百
円

一
万
三
千
二
百
円

許
に
係
る
技
能
検
定

許
に
係
る
技
能
検
定

員
審
査

員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種

三
千
百
五
十
円

一
万
八
千
三
百
五
十

大
型
自
動
車
第
二
種

三
千
五
百
円

一
万
八
千
二
百
円

免
許
、
中
型
自
動
車

円

免
許
、
中
型
自
動
車

第
二
種
免
許
又
は
普

第
二
種
免
許
又
は
普

通
自
動
車
第
二
種
免

通
自
動
車
第
二
種
免

許
に
係
る
技
能
検
定

許
に
係
る
技
能
検
定

員
審
査
で
、
こ
れ
ら

員
審
査
で
、
こ
れ
ら

の
免
許
に
対
応
す
る

の
免
許
に
対
応
す
る

第
一
種
運
転
免
許
に

第
一
種
運
転
免
許
に

係
る
技
能
検
定
員
資

係
る
技
能
検
定
員
資

格
者
証
の
交
付
を
受

格
者
証
の
交
付
を
受

け
て
い
る
者
に
対
す

け
て
い
る
者
に
対
す
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る
も
の
（
以
下
「
大

る
も
の
（
以
下
「
大

型
自
動
車
第
二
種
免

型
自
動
車
第
二
種
免

許
等
に
係
る
技
能
検

許
等
に
係
る
技
能
検

定
員
審
査
」
と
い
う

定
員
審
査
」
と
い
う

。
）

。
）

教
習
指
導

二
百
円

九
百
五
十
円

教
習
指
導

二
百
円

九
百
円

員
資
格
者

員
資
格
者

証
交
付
手

証
交
付
手

数
料

数
料

教
習
指
導

大
型
自
動
車
免
許
、

二
千
七
百
円

一
万
千
八
百
五
十
円

教
習
指
導

大
型
自
動
車
免
許
、

二
千
九
百
五
十
円

一
万
千
六
百
五
十
円

員
審
査
手

中
型
自
動
車
免
許
又

員
審
査
手

中
型
自
動
車
免
許
又

数
料

は
準
中
型
自
動
車
免

数
料

は
準
中
型
自
動
車
免

許
に
係
る
法
第
九
十

許
に
係
る
法
第
九
十

九
条
の
三
第
四
項
第

九
条
の
三
第
四
項
第

一
号
イ
の
規
定
に
よ

一
号
イ
の
規
定
に
よ

る
審
査
（
以
下
「
教

る
審
査
（
以
下
「
教

習
指
導
員
審
査
」
と

習
指
導
員
審
査
」
と

い
う
。
）

い
う
。
）

普
通
自
動
車
免
許
に

千
円

一
万
八
百
五
十
円

普
通
自
動
車
免
許
に

千
百
円

一
万
七
百
円

係
る
教
習
指
導
員
審

係
る
教
習
指
導
員
審

査

査

特
定
第
一
種
運
転
免

千
二
百
円

八
千
四
百
五
十
円

特
定
第
一
種
運
転
免

千
二
百
五
十
円

八
千
百
五
十
円

許
に
係
る
教
習
指
導

許
に
係
る
教
習
指
導

員
審
査

員
審
査
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大
型
自
動
車
第
二
種

三
千
五
十
円

九
千
四
百
円

大
型
自
動
車
第
二
種

三
千
四
百
円

九
千
三
百
五
十
円

免
許
、
中
型
自
動
車

免
許
、
中
型
自
動
車

第
二
種
免
許
又
は
普

第
二
種
免
許
又
は
普

通
自
動
車
第
二
種
免

通
自
動
車
第
二
種
免

許
に
係
る
教
習
指
導

許
に
係
る
教
習
指
導

員
審
査
で
、
こ
れ
ら

員
審
査
で
、
こ
れ
ら

の
免
許
に
対
応
す
る

の
免
許
に
対
応
す
る

第
一
種
運
転
免
許
に

第
一
種
運
転
免
許
に

係
る
教
習
指
導
員
資

係
る
教
習
指
導
員
資

格
者
証
の
交
付
を
受

格
者
証
の
交
付
を
受

け
て
い
る
者
に
対
す

け
て
い
る
者
に
対
す

る
も
の
（
以
下
「
大

る
も
の
（
以
下
「
大

型
自
動
車
第
二
種
免

型
自
動
車
第
二
種
免

許
等
に
係
る
教
習
指

許
等
に
係
る
教
習
指

導
員
審
査
」
と
い
う

導
員
審
査
」
と
い
う

。
）

。
）

国
外
運
転

九
百
円

千
四
百
五
十
円

国
外
運
転

九
百
五
十
円

千
四
百
五
十
円

免
許
証
交

免
許
証
交

付
手
数
料

付
手
数
料

講
習
手
数

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
手
数

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

料

一
項
第
一
号
に
掲
げ

て
四
百
五
十
円

て
三
百
円

料

一
項
第
一
号
に
掲
げ

て
四
百
五
十
円

て
三
百
円

る
講
習

る
講
習

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

一
項
第
二
号
に
掲
げ

て
千
五
十
円

て
千
三
百
円

一
項
第
二
号
に
掲
げ

て
千
五
十
円

て
千
三
百
円
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る
講
習

る
講
習

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

一
項
第
三
号
に
掲
げ

て
七
百
円

て
千
二
百
五
十
円

一
項
第
三
号
に
掲
げ

て
七
百
円

て
千
四
百
円

る
講
習

る
講
習

法
第
百
八

大
型
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

法
第
百
八

大
型
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

条
の
二
第

動
車
免

て
二
千
四
百
五
十
円

て
二
千
円

条
の
二
第

動
車
免

て
二
千
百
円

て
二
千
円

一
項
第
四

許
、
中

一
項
第
四

許
、
中

号
に
掲
げ

型
自
動

号
に
掲
げ

型
自
動

る
講
習

車
免
許

る
講
習

車
免
許

又
は
準

又
は
準

中
型
自

中
型
自

動
車
免

動
車
免

許
に
係

許
に
係

る
講
習

る
講
習

（
準
中

（
準
中

型
自
動

型
自
動

車
免
許

車
免
許

に
係
る

に
係
る

講
習
に

講
習
に

あ
つ
て

あ
つ
て

は
、
普

は
、
普

通
自
動

通
自
動

車
免
許

車
免
許

を
受
け

を
受
け
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て
い
る

て
い
る

者
に
対

者
に
対

す
る
も

す
る
も

の
に
限

の
に
限

る
。
）

る
。
）

準
中
型

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

準
中
型

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

自
動
車

て
千
八
百
五
十
円

て
千
六
百
五
十
円

自
動
車

て
千
七
百
五
十
円

て
千
六
百
五
十
円

免
許
に

免
許
に

係
る
講

係
る
講

習
（
普

習
（
普

通
自
動

通
自
動

車
免
許

車
免
許

を
受
け

を
受
け

て
い
る

て
い
る

者
に
対

者
に
対

す
る
も

す
る
も

の
を
除

の
を
除

く
。
）

く
。
）

普
通
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

普
通
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

動
車
免

て
千
四
百
五
十
円

て
千
三
百
五
十
円

動
車
免

て
千
百
五
十
円

て
千
三
百
円

許
に
係

許
に
係

る
講
習

る
講
習

法
第
百
八

大
型
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

法
第
百
八

大
型
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

条
の
二
第

動
二
輪

て
二
千
八
百
円

て
千
三
百
五
十
円

条
の
二
第

動
二
輪

て
二
千
八
百
円

て
千
三
百
円
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一
項
第
五

車
免
許

一
項
第
五

車
免
許

号
に
掲
げ

に
係
る

号
に
掲
げ

に
係
る

る
講
習

講
習

る
講
習

講
習

普
通
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

普
通
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

動
二
輪

て
二
千
六
百
五
十
円

て
千
三
百
五
十
円

動
二
輪

て
二
千
七
百
円

て
千
三
百
円

車
免
許

車
免
許

に
係
る

に
係
る

講
習

講
習

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

一
項
第
六
号
に
掲
げ

て
五
百
円

て
千
円

一
項
第
六
号
に
掲
げ

て
四
百
円

て
千
円

る
講
習

る
講
習

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

一
項
第
七
号
に
掲
げ

て
千
五
百
五
十
円

て
千
五
百
五
十
円

一
項
第
七
号
に
掲
げ

て
千
五
百
五
十
円

て
千
五
百
五
十
円

る
講
習

る
講
習

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

一
項
第
八
号
に
掲
げ

て
千
円

て
四
百
円

一
項
第
八
号
に
掲
げ

て
九
百
円

て
四
百
円

る
講
習

る
講
習

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

一
項
第
九
号
に
掲
げ

て
四
百
五
十
円

て
三
百
円

一
項
第
九
号
に
掲
げ

て
四
百
五
十
円

て
二
百
円

る
講
習

る
講
習

法
第
百
八

準
中
型

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

法
第
百
八

準
中
型

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

条
の
二
第

自
動
車

て
六
百
円

て
千
五
百
五
十
円

条
の
二
第

自
動
車

て
六
百
円

て
千
五
百
五
十
円

一
項
第
十

免
許
に

一
項
第
十

免
許
に

号
に
掲
げ

係
る
講

号
に
掲
げ

係
る
講
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る
講
習

習

る
講
習

習

普
通
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

普
通
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

動
車
免

て
五
百
円

て
千
五
百
五
十
円

動
車
免

て
五
百
円

て
千
五
百
五
十
円

許
に
係

許
に
係

る
講
習

る
講
習

大
型
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

大
型
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

動
二
輪

て
千
百
五
十
円

て
千
五
百
五
十
円

動
二
輪

て
千
百
五
十
円

て
千
五
百
五
十
円

車
免
許

車
免
許

に
係
る

に
係
る

講
習

講
習

普
通
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

普
通
自

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

動
二
輪

て
千
円

て
千
五
百
五
十
円

動
二
輪

て
千
円

て
千
五
百
五
十
円

車
免
許

車
免
許

に
係
る

に
係
る

講
習

講
習

原
動
機

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

原
動
機

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

付
自
転

て
八
百
五
十
円

て
千
六
百
円

付
自
転

て
八
百
五
十
円

て
千
五
百
五
十
円

車
免
許

車
免
許

に
係
る

に
係
る

講
習

講
習

法
第
百
八

法
第
九

二
百
円

三
百
円

法
第
百
八

法
第
九

二
百
円

三
百
円

条
の
二
第

十
二
条

条
の
二
第

十
二
条

一
項
第
十

の
二
第

一
項
第
十

の
二
第

一
号
に
掲

一
項
の

一
号
に
掲

一
項
の
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げ
る
講
習

表
の
備

げ
る
講
習

表
の
備

考
一
の

考
一
の

２
に
規

２
に
規

定
す
る

定
す
る

優
良
運

優
良
運

転
者
に

転
者
に

対
す
る

対
す
る

講
習

講
習

法
第
九

三
百
円

五
百
円

法
第
九

三
百
円

五
百
円

十
二
条

十
二
条

の
二
第

の
二
第

一
項
の

一
項
の

表
の
備

表
の
備

考
一
の

考
一
の

３
に
規

３
に
規

定
す
る

定
す
る

一
般
運

一
般
運

転
者
に

転
者
に

対
す
る

対
す
る

講
習

講
習

法
第
九

六
百
円
（
国
家
公
安

七
百
五
十
円
（
国
家

法
第
九

六
百
円
（
国
家
公
安

七
百
五
十
円
（
国
家

十
二
条

委
員
会
規
則
で
定
め

公
安
委
員
会
規
則
で

十
二
条

委
員
会
規
則
で
定
め

公
安
委
員
会
規
則
で

の
二
第

る
第
三
十
三
条
の
七

定
め
る
第
三
十
三
条

の
二
第

る
第
三
十
三
条
の
七

定
め
る
第
三
十
三
条

一
項
の

第
二
項
の
基
準
に
該

の
七
第
二
項
の
基
準

一
項
の

第
二
項
の
基
準
に
該

の
七
第
二
項
の
基
準
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表
の
備

当
し
な
い
者
に
対
す

に
該
当
し
な
い
者
に

表
の
備

当
し
な
い
者
に
対
す

に
該
当
し
な
い
者
に

考
一
の

る
講
習
に
あ
つ
て
は

対
す
る
講
習
に
あ
つ

考
一
の

る
講
習
に
あ
つ
て
は

対
す
る
講
習
に
あ
つ

４
に
規

、
三
百
円
）

て
は
、
五
百
円
）

４
に
規

、
三
百
円
）

て
は
、
五
百
円
）

定
す
る

定
す
る

違
反
運

違
反
運

転
者
等

転
者
等

に
対
す

に
対
す

る
講
習

る
講
習

法
第
百
八

小
型
特

千
六
百
五
十
円

三
千
四
百
五
十
円

法
第
百
八

小
型
特

千
六
百
五
十
円

三
千
円

条
の
二
第

殊
自
動

条
の
二
第

殊
自
動

一
項
第
十

車
免
許

一
項
第
十

車
免
許

二
号
に
掲

以
外
の

二
号
に
掲

以
外
の

げ
る
講
習

第
一
種

げ
る
講
習

第
一
種

運
転
免

運
転
免

許
又
は

許
又
は

第
二
種

第
二
種

運
転
免

運
転
免

許
を
受

許
を
受

け
て
い

け
て
い

る
者
に

る
者
に

対
す
る

対
す
る

講
習
（

講
習
（

法
第
九

法
第
九

十
七
条

十
七
条
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の
二
第

の
二
第

一
項
第

一
項
第

三
号
イ

三
号
イ

、
第
百

、
第
百

一
条
の

一
条
の

四
第
二

四
第
二

項
又
は

項
又
は

第
百
一

第
百
一

条
の
七

条
の
七

第
四
項

第
四
項

の
規
定

の
規
定

に
よ
り

に
よ
り

認
知
機

認
知
機

能
検
査

能
検
査

の
結
果

の
結
果

に
基
づ

に
基
づ

い
て
行

い
て
行

う
も
の

う
も
の

を
除
く

を
除
く

。
）

。
）

小
型
特

千
六
百
五
十
円
（
当

三
千
四
百
五
十
円
（

小
型
特

千
六
百
五
十
円
（
当

三
千
円
（
当
該
認
知

殊
自
動

該
認
知
機
能
検
査
の

当
該
認
知
機
能
検
査

殊
自
動

該
認
知
機
能
検
査
の

機
能
検
査
の
結
果
が

車
免
許

結
果
が
認
知
症
の
お

の
結
果
が
認
知
症
の

車
免
許

結
果
が
認
知
症
の
お

認
知
症
の
お
そ
れ
が

以
外
の

そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

以
外
の

そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ

あ
る
こ
と
そ
の
他
の
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第
一
種

の
他
の
認
知
機
能
が

そ
の
他
の
認
知
機
能

第
一
種

の
他
の
認
知
機
能
が

認
知
機
能
が
低
下
し

運
転
免

低
下
し
て
い
る
お
そ

が
低
下
し
て
い
る
お

運
転
免

低
下
し
て
い
る
お
そ

て
い
る
お
そ
れ
が
あ

許
又
は

れ
が
あ
る
こ
と
を
示

そ
れ
が
あ
る
こ
と
を

許
又
は

れ
が
あ
る
こ
と
を
示

る
こ
と
を
示
す
も
の

第
二
種

す
も
の
と
し
て
内
閣

示
す
も
の
と
し
て
内

第
二
種

す
も
の
と
し
て
内
閣

と
し
て
内
閣
府
令
で

運
転
免

府
令
で
定
め
る
基
準

閣
府
令
で
定
め
る
基

運
転
免

府
令
で
定
め
る
基
準

定
め
る
基
準
に
該
当

許
を
受

に
該
当
す
る
も
の
に

準
に
該
当
す
る
も
の

許
を
受

に
該
当
す
る
も
の
に

す
る
も
の
に
あ
つ
て

け
て
い

あ
つ
て
は
、
千
八
百

に
あ
つ
て
は
、
六
千

け
て
い

あ
つ
て
は
、
千
九
百

は
、
五
千
六
百
五
十

る
者
に

五
十
円
）

百
円
）

る
者
に

円
）

円
）

対
す
る

対
す
る

講
習
（

講
習
（

法
第
九

法
第
九

十
七
条

十
七
条

の
二
第

の
二
第

一
項
第

一
項
第

三
号
イ

三
号
イ

又
は
第

又
は
第

百
一
条

百
一
条

の
四
第

の
四
第

二
項
の

二
項
の

規
定
に

規
定
に

よ
り
認

よ
り
認

知
機
能

知
機
能

検
査
の

検
査
の

結
果
に

結
果
に
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基
づ
い

基
づ
い

て
行
う

て
行
う

も
の
に

も
の
に

限
る
。

限
る
。

）

）

小
型
特

千
四
百
円

四
千
四
百
円

小
型
特

千
四
百
五
十
円

四
千
二
百
円

殊
自
動

殊
自
動

車
免
許

車
免
許

以
外
の

以
外
の

第
一
種

第
一
種

運
転
免

運
転
免

許
又
は

許
又
は

第
二
種

第
二
種

運
転
免

運
転
免

許
を
受

許
を
受

け
て
い

け
て
い

る
者
に

る
者
に

対
す
る

対
す
る

講
習
（

講
習
（

法
第
百

法
第
百

一
条
の

一
条
の

七
第
四

七
第
四

項
の
規

項
の
規

定
に
よ

定
に
よ
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り
認
知

り
認
知

機
能
検

機
能
検

査
の
結

査
の
結

果
に
基

果
に
基

づ
い
て

づ
い
て

行
う
も

行
う
も

の
に
限

の
に
限

る
。
）

る
。
）

小
型
特

五
百
五
十
円

千
七
百
円

小
型
特

五
百
五
十
円

千
四
百
五
十
円

殊
自
動

殊
自
動

車
免
許

車
免
許

の
み
を

の
み
を

受
け
て

受
け
て

い
る
者

い
る
者

に
対
す

に
対
す

る
講
習

る
講
習

（
法
第

（
法
第

九
十
七

九
十
七

条
の
二

条
の
二

第
一
項

第
一
項

第
三
号

第
三
号

イ
、
第

イ
、
第

百
一
条

百
一
条

の
四
第

の
四
第
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二
項
又

二
項
又

は
第
百

は
第
百

一
条
の

一
条
の

七
第
四

七
第
四

項
の
規

項
の
規

定
に
よ

定
に
よ

り
認
知

り
認
知

機
能
検

機
能
検

査
の
結

査
の
結

果
に
基

果
に
基

づ
い
て

づ
い
て

行
う
も

行
う
も

の
を
除

の
を
除

く
。
）

く
。
）

小
型
特

五
百
五
十
円
（
当
該

千
七
百
円
（
当
該
認

小
型
特

五
百
五
十
円
（
当
該

千
四
百
五
十
円
（
当

殊
自
動

認
知
機
能
検
査
の
結

知
機
能
検
査
の
結
果

殊
自
動

認
知
機
能
検
査
の
結

該
認
知
機
能
検
査
の

車
免
許

果
が
認
知
症
の
お
そ

が
認
知
症
の
お
そ
れ

車
免
許

果
が
認
知
症
の
お
そ

結
果
が
認
知
症
の
お

の
み
を

れ
が
あ
る
こ
と
そ
の

が
あ
る
こ
と
そ
の
他

の
み
を

れ
が
あ
る
こ
と
そ
の

そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ

受
け
て

他
の
認
知
機
能
が
低

の
認
知
機
能
が
低
下

受
け
て

他
の
認
知
機
能
が
低

の
他
の
認
知
機
能
が

い
る
者

下
し
て
い
る
お
そ
れ

し
て
い
る
お
そ
れ
が

い
る
者

下
し
て
い
る
お
そ
れ

低
下
し
て
い
る
お
そ

に
対
す

が
あ
る
こ
と
を
示
す

あ
る
こ
と
を
示
す
も

に
対
す

が
あ
る
こ
と
を
示
す

れ
が
あ
る
こ
と
を
示

る
講
習

も
の
と
し
て
内
閣
府

の
と
し
て
内
閣
府
令

る
講
習

も
の
と
し
て
内
閣
府

す
も
の
と
し
て
内
閣

（
法
第

令
で
定
め
る
基
準
に

で
定
め
る
基
準
に
該

（
法
第

令
で
定
め
る
基
準
に

府
令
で
定
め
る
基
準

九
十
七

該
当
す
る
も
の
に
あ

当
す
る
も
の
に
あ
つ

九
十
七

該
当
す
る
も
の
に
あ

に
該
当
す
る
も
の
に
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条
の
二

つ
て
は
、
七
百
五
十

て
は
、
三
千
七
百
円

条
の
二

つ
て
は
、
八
百
五
十

あ
つ
て
は
、
三
千
四

第
一
項

円
）

）

第
一
項

円
）

百
五
十
円
）

第
三
号

第
三
号

イ
又
は

イ
又
は

第
百
一

第
百
一

条
の
四

条
の
四

第
二
項

第
二
項

の
規
定

の
規
定

に
よ
り

に
よ
り

認
知
機

認
知
機

能
検
査

能
検
査

の
結
果

の
結
果

に
基
づ

に
基
づ

い
て
行

い
て
行

う
も
の

う
も
の

に
限
る

に
限
る

。
）

。
）

小
型
特

三
百
五
十
円

二
千
円

小
型
特

四
百
円

二
千
円

殊
自
動

殊
自
動

車
免
許

車
免
許

の
み
を

の
み
を

受
け
て

受
け
て

い
る
者

い
る
者

に
対
す

に
対
す
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る
講
習

る
講
習

（
法
第

（
法
第

百
一
条

百
一
条

の
七
第

の
七
第

四
項
の

四
項
の

規
定
に

規
定
に

よ
り
認

よ
り
認

知
機
能

知
機
能

検
査
の

検
査
の

結
果
に

結
果
に

基
づ
い

基
づ
い

て
行
う

て
行
う

も
の
に

も
の
に

限
る
。

限
る
。

）

）

法
第
百
八
条
の
二
第

四
千
八
百
円
（
当
該

七
千
七
百
円
（
当
該

法
第
百
八
条
の
二
第

五
千
五
百
五
十
円
（

七
千
六
百
五
十
円
（

一
項
第
十
三
号
に
掲

講
習
が
国
家
公
安
委

講
習
が
国
家
公
安
委

一
項
第
十
三
号
に
掲

当
該
講
習
が
国
家
公

当
該
講
習
が
国
家
公

げ
る
講
習

員
会
規
則
で
定
め
る

員
会
規
則
で
定
め
る

げ
る
講
習

安
委
員
会
規
則
で
定

安
委
員
会
規
則
で
定

も
の
で
あ
る
場
合
に

も
の
で
あ
る
場
合
に

め
る
も
の
で
あ
る
場

め
る
も
の
で
あ
る
場

あ
つ
て
は
、
三
千
五

あ
つ
て
は
、
五
千
五

合
に
あ
つ
て
は
、
三

合
に
あ
つ
て
は
、
五

百
五
十
円
）

百
円
）

千
六
百
円
）

千
四
百
五
十
円
）

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

法
第
百
八
条
の
二
第

講
習
一
時
間
に
つ
い

講
習
一
時
間
に
つ
い

一
項
第
十
四
号
に
掲

て
五
百
五
十
円

て
千
四
百
五
十
円

一
項
第
十
四
号
に
掲

て
四
百
五
十
円

て
千
四
百
五
十
円

げ
る
講
習

げ
る
講
習
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（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

２

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査

２

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
十

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
十

二
条
第
一
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額

二
条
第
一
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額

又
は
人
件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
前
項
の
表
技
能
検

又
は
人
件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
前
項
の
表
技
能
検

定
員
審
査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表

定
員
審
査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
表
技
能
検
定
員
審
査
手

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
表
技
能
検
定
員
審
査
手

数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
定
め
る
額
か
ら
、
次
の
表
の
第
三
欄
又
は
第

数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
定
め
る
額
か
ら
、
次
の
表
の
第
三
欄
又
は
第

四
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

四
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

審
査
細
目

区

分

物
件
費
及
び
施
設
費

人
件
費
に
対
応
す
る

審
査
細
目

区

分

物
件
費
及
び
施
設
費

人
件
費
に
対
応
す
る

に
対
応
す
る
額
か
ら

額
か
ら
減
ず
る
額

に
対
応
す
る
額
か
ら

額
か
ら
減
ず
る
額

減
ず
る
額

減
ず
る
額

一

技
能

大
型
自
動
車
免
許
、

三
百
円

三
千
七
百
円

一

技
能

大
型
自
動
車
免
許
、

三
百
五
十
円

三
千
六
百
五
十
円

検
定
員

中
型
自
動
車
免
許
又

検
定
員

中
型
自
動
車
免
許
又

と
し
て

は
準
中
型
自
動
車
免

と
し
て

は
準
中
型
自
動
車
免

必
要
な

許
に
係
る
技
能
検
定

必
要
な

許
に
係
る
技
能
検
定

自
動
車

員
審
査

自
動
車

員
審
査

の
運
転

普
通
自
動
車
免
許
に

百
円

三
千
四
百
五
十
円

の
運
転

普
通
自
動
車
免
許
に

百
五
十
円

三
千
四
百
五
十
円

技
能

係
る
技
能
検
定
員
審

技
能

係
る
技
能
検
定
員
審

査

査

特
定
第
一
種
運
転
免

五
十
円

千
二
百
円

特
定
第
一
種
運
転
免

百
円

千
二
百
円

許
に
係
る
技
能
検
定

許
に
係
る
技
能
検
定

員
審
査

員
審
査
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大
型
自
動
車
第
二
種

百
五
十
円

四
千
百
円

大
型
自
動
車
第
二
種

二
百
円

四
千
五
十
円

免
許
等
に
係
る
技
能

免
許
等
に
係
る
技
能

検
定
員
審
査

検
定
員
審
査

二

自
動

大
型
自
動
車
免
許
、

三
百
円

六
千
四
百
円

二

自
動

大
型
自
動
車
免
許
、

三
百
五
十
円

六
千
三
百
五
十
円

車
の
運

中
型
自
動
車
免
許
又

車
の
運

中
型
自
動
車
免
許
又

転
技
能

は
準
中
型
自
動
車
免

転
技
能

は
準
中
型
自
動
車
免

に
関
す

許
に
係
る
技
能
検
定

に
関
す

許
に
係
る
技
能
検
定

る
観
察

員
審
査

る
観
察

員
審
査

及
び
採

普
通
自
動
車
免
許
に

百
円

六
千
円

及
び
採

普
通
自
動
車
免
許
に

百
五
十
円

五
千
九
百
五
十
円

点
の
技

係
る
技
能
検
定
員
審

点
の
技

係
る
技
能
検
定
員
審

能

査

能

査

特
定
第
一
種
運
転
免

五
十
円

二
千
五
十
円

特
定
第
一
種
運
転
免

百
円

二
千
円

許
に
係
る
技
能
検
定

許
に
係
る
技
能
検
定

員
審
査

員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種

百
五
十
円

七
千
二
百
五
十
円

大
型
自
動
車
第
二
種

二
百
円

七
千
二
百
円

免
許
等
に
係
る
技
能

免
許
等
に
係
る
技
能

検
定
員
審
査

検
定
員
審
査

三

法
第

大
型
自
動
車
免
許
、

二
千
五
百
円

三

法
第

大
型
自
動
車
免
許
、

二
千
四
百
五
十
円

百
八
条

中
型
自
動
車
免
許
又

百
八
条

中
型
自
動
車
免
許
又

の
二
十

は
準
中
型
自
動
車
免

の
二
十

は
準
中
型
自
動
車
免

八
第
四

許
に
係
る
技
能
検
定

八
第
四

許
に
係
る
技
能
検
定

項
に
規

員
審
査

項
に
規

員
審
査

定
す
る

普
通
自
動
車
免
許
に

二
千
円

定
す
る

普
通
自
動
車
免
許
に

千
九
百
五
十
円

教
則
の

係
る
技
能
検
定
員
審

教
則
の

係
る
技
能
検
定
員
審
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内
容
と

査

内
容
と

査

な
つ
て

特
定
第
一
種
運
転
免

二
千
円

な
つ
て

特
定
第
一
種
運
転
免

千
九
百
五
十
円

い
る
事

許
に
係
る
技
能
検
定

い
る
事

許
に
係
る
技
能
検
定

項

員
審
査

項

員
審
査

四

自
動

大
型
自
動
車
免
許
、

二
千
五
百
円

四

自
動

大
型
自
動
車
免
許
、

二
千
四
百
五
十
円

車
教
習

中
型
自
動
車
免
許
又

車
教
習

中
型
自
動
車
免
許
又

所
に
関

は
準
中
型
自
動
車
免

所
に
関

は
準
中
型
自
動
車
免

す
る
法

許
に
係
る
技
能
検
定

す
る
法

許
に
係
る
技
能
検
定

令
に
つ

員
審
査

令
に
つ

員
審
査

い
て
の

普
通
自
動
車
免
許
に

二
千
円

い
て
の

普
通
自
動
車
免
許
に

千
九
百
五
十
円

知
識

係
る
技
能
検
定
員
審

知
識

係
る
技
能
検
定
員
審

査

査

特
定
第
一
種
運
転
免

二
千
円

特
定
第
一
種
運
転
免

千
九
百
五
十
円

許
に
係
る
技
能
検
定

許
に
係
る
技
能
検
定

員
審
査

員
審
査

五

技
能

大
型
自
動
車
免
許
、

二
千
三
百
五
十
円

五

技
能

大
型
自
動
車
免
許
、

二
千
円

検
定
の

中
型
自
動
車
免
許
又

検
定
の

中
型
自
動
車
免
許
又

実
施
に

は
準
中
型
自
動
車
免

実
施
に

は
準
中
型
自
動
車
免

関
す
る

許
に
係
る
技
能
検
定

関
す
る

許
に
係
る
技
能
検
定

知
識

員
審
査

知
識

員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に

千
九
百
円

普
通
自
動
車
免
許
に

千
九
百
五
十
円

係
る
技
能
検
定
員
審

係
る
技
能
検
定
員
審

査

査

特
定
第
一
種
運
転
免

二
千
六
百
五
十
円

特
定
第
一
種
運
転
免

二
千
五
百
円
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許
に
係
る
技
能
検
定

許
に
係
る
技
能
検
定

員
審
査

員
審
査

六

自
動

大
型
自
動
車
免
許
、

千
八
百
円

六

自
動

大
型
自
動
車
免
許
、

千
七
百
五
十
円

車
の
運

中
型
自
動
車
免
許
又

車
の
運

中
型
自
動
車
免
許
又

転
技
能

は
準
中
型
自
動
車
免

転
技
能

は
準
中
型
自
動
車
免

の
評
価

許
に
係
る
技
能
検
定

の
評
価

許
に
係
る
技
能
検
定

方
法
に

員
審
査

方
法
に

員
審
査

関
す
る

普
通
自
動
車
免
許
に

二
千
五
十
円

関
す
る

普
通
自
動
車
免
許
に

二
千
百
円

知
識

係
る
技
能
検
定
員
審

知
識

係
る
技
能
検
定
員
審

査

査

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
の
項
及
び
二
の
項
の

一

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
の
項
及
び
二
の
項
の

第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
の
項
及
び
二
の
項
の
第
三
欄
及

れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
の
項
及
び
二
の
項
の
第
三
欄
及

び
第
四
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
前
項
の
表
技
能
検
定
員
審

び
第
四
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
前
項
の
表
技
能
検
定
員
審

査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
か
ら
更
に
大
型
自
動
車
免
許
、

査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
か
ら
更
に
大
型
自
動
車
免
許
、

中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

に
つ
い
て
は
二
千
百
五
十
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定

に
つ
い
て
は
二
千
二
百
五
十
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検

員
審
査
に
つ
い
て
は
七
百
円
を
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能

定
員
審
査
に
つ
い
て
は
六
百
五
十
円
を
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係

検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
九
百
円
を
、
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に

る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
八
百
五
十
円
を
、
大
型
自
動
車
第
二

係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
千
七
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
し

種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
千
九
百
円
を
減
ず

、
前
項
の
表
技
能
検
定
員
審
査
手
数
料
の
項
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
か

る
も
の
と
し
、
前
項
の
表
技
能
検
定
員
審
査
手
数
料
の
項
の
第
四
欄
に
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ら
更
に
大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免

定
め
る
額
か
ら
更
に
大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中

許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を
、
普
通
自
動
車
免

型
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を
、
普

許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を
、
特
定
第
一
種
運

通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を
、
特

転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を
、
大
型
自
動

定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を

車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を
減

、
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は

ず
る
も
の
と
す
る
。

二
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

二

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
三
の
項
及
び
四
の
項
の

二

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
三
の
項
及
び
四
の
項
の

第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
の
項
及
び
四
の
項
の
第
三
欄
及

れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
の
項
及
び
四
の
項
の
第
三
欄
及

び
第
四
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
前
項
の
表
技
能
検
定
員
審

び
第
四
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
前
項
の
表
技
能
検
定
員
審

査
手
数
料
の
項
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
か
ら
更
に
大
型
自
動
車
免
許
、

査
手
数
料
の
項
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
か
ら
更
に
大
型
自
動
車
免
許
、

中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

に
つ
い
て
は
五
百
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

に
つ
い
て
は
五
百
五
十
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員

に
つ
い
て
は
三
百
円
を
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員

審
査
に
つ
い
て
は
三
百
五
十
円
を
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技

審
査
に
つ
い
て
は
三
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

能
検
定
員
審
査
に
つ
い
て
は
三
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査

３

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
十

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
十

二
条
第
一
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額

二
条
第
一
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額

又
は
人
件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
項
の
表
教
習

又
は
人
件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
項
の
表
教
習

指
導
員
審
査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

指
導
員
審
査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
項
の
表
教
習
指
導
員
審

表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
項
の
表
教
習
指
導
員
審

査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
定
め
る
額
か
ら
、
次
の
表
の
第
三
欄
又

査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
定
め
る
額
か
ら
、
次
の
表
の
第
三
欄
又

は
第
四
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

は
第
四
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

審
査
細
目

区

分

物
件
費
及
び
施
設
費

人
件
費
に
対
応
す
る

審
査
細
目

区

分

物
件
費
及
び
施
設
費

人
件
費
に
対
応
す
る
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に
対
応
す
る
額
か
ら

額
か
ら
減
ず
る
額

に
対
応
す
る
額
か
ら

額
か
ら
減
ず
る
額

減
ず
る
額

減
ず
る
額

一

教
習

大
型
自
動
車
免
許
、

三
百
円

三
千
七
百
円

一

教
習

大
型
自
動
車
免
許
、

三
百
五
十
円

三
千
六
百
五
十
円

指
導
員

中
型
自
動
車
免
許
又

指
導
員

中
型
自
動
車
免
許
又

と
し
て

は
準
中
型
自
動
車
免

と
し
て

は
準
中
型
自
動
車
免

必
要
な

許
に
係
る
教
習
指
導

必
要
な

許
に
係
る
教
習
指
導

自
動
車

員
審
査

自
動
車

員
審
査

の
運
転

普
通
自
動
車
免
許
に

百
円

三
千
四
百
五
十
円

の
運
転

普
通
自
動
車
免
許
に

百
五
十
円

三
千
四
百
五
十
円

技
能

係
る
教
習
指
導
員
審

技
能

係
る
教
習
指
導
員
審

査

査

特
定
第
一
種
運
転
免

五
十
円

千
二
百
円

特
定
第
一
種
運
転
免

百
円

千
二
百
円

許
に
係
る
教
習
指
導

許
に
係
る
教
習
指
導

員
審
査

員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種

百
五
十
円

四
千
百
円

大
型
自
動
車
第
二
種

二
百
円

四
千
五
十
円

免
許
等
に
係
る
教
習

免
許
等
に
係
る
教
習

指
導
員
審
査

指
導
員
審
査

二

技
能

大
型
自
動
車
免
許
、

五
十
円

千
三
百
五
十
円

二

技
能

大
型
自
動
車
免
許
、

五
十
円

千
三
百
円

教
習
に

中
型
自
動
車
免
許
又

教
習
に

中
型
自
動
車
免
許
又

必
要
な

は
準
中
型
自
動
車
免

必
要
な

は
準
中
型
自
動
車
免

教
習
の

許
に
係
る
教
習
指
導

教
習
の

許
に
係
る
教
習
指
導

技
能

員
審
査

技
能

員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に

千
三
百
円

普
通
自
動
車
免
許
に

千
二
百
五
十
円

係
る
教
習
指
導
員
審

係
る
教
習
指
導
員
審

査

査
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特
定
第
一
種
運
転
免

五
十
円

千
三
百
円

特
定
第
一
種
運
転
免

五
十
円

千
二
百
五
十
円

許
に
係
る
教
習
指
導

許
に
係
る
教
習
指
導

員
審
査

員
審
査

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

学
科

大
型
自
動
車
免
許
、

千
三
百
円

三

学
科

大
型
自
動
車
免
許
、

千
二
百
五
十
円

教
習
に

中
型
自
動
車
免
許
又

教
習
に

中
型
自
動
車
免
許
又

必
要
な

は
準
中
型
自
動
車
免

必
要
な

は
準
中
型
自
動
車
免

教
習
の

許
に
係
る
教
習
指
導

教
習
の

許
に
係
る
教
習
指
導

技
能

員
審
査

技
能

員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に

千
二
百
五
十
円

普
通
自
動
車
免
許
に

千
二
百
円

係
る
教
習
指
導
員
審

係
る
教
習
指
導
員
審

査

査

特
定
第
一
種
運
転
免

千
二
百
五
十
円

特
定
第
一
種
運
転
免

千
百
円

許
に
係
る
教
習
指
導

許
に
係
る
教
習
指
導

員
審
査

員
審
査

四

法
第

大
型
自
動
車
免
許
、

千
六
百
円

四

法
第

大
型
自
動
車
免
許
、

千
五
百
五
十
円

百
八
条

中
型
自
動
車
免
許
又

百
八
条

中
型
自
動
車
免
許
又

の
二
十

は
準
中
型
自
動
車
免

の
二
十

は
準
中
型
自
動
車
免

八
第
四

許
に
係
る
教
習
指
導

八
第
四

許
に
係
る
教
習
指
導

項
に
規

員
審
査

項
に
規

員
審
査

定
す
る

（
略
）

（
略
）

定
す
る

（
略
）

（
略
）

教
則
の

教
則
の

内
容
と

内
容
と

な
つ
て

な
つ
て
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い
る
事

い
る
事

項
そ
の

項
そ
の

他
自
動

他
自
動

車
の
運

車
の
運

転
に
関

転
に
関

す
る
知

す
る
知

識

識

五

自
動

大
型
自
動
車
免
許
、

千
六
百
円

五

自
動

大
型
自
動
車
免
許
、

千
五
百
五
十
円

車
教
習

中
型
自
動
車
免
許
又

車
教
習

中
型
自
動
車
免
許
又

所
に
関

は
準
中
型
自
動
車
免

所
に
関

は
準
中
型
自
動
車
免

す
る
法

許
に
係
る
教
習
指
導

す
る
法

許
に
係
る
教
習
指
導

令
に
つ

員
審
査

令
に
つ

員
審
査

い
て
の

（
略
）

（
略
）

い
て
の

（
略
）

（
略
）

知
識

知
識

六

教
習

大
型
自
動
車
免
許
、

千
五
百
円

六

教
習

大
型
自
動
車
免
許
、

千
四
百
円

指
導
員

中
型
自
動
車
免
許
又

指
導
員

中
型
自
動
車
免
許
又

と
し
て

は
準
中
型
自
動
車
免

と
し
て

は
準
中
型
自
動
車
免

必
要
な

許
に
係
る
教
習
指
導

必
要
な

許
に
係
る
教
習
指
導

教
育
に

員
審
査

教
育
に

員
審
査

つ
い
て

（
略
）

（
略
）

つ
い
て

（
略
）

（
略
）

の
知
識

特
定
第
一
種
運
転
免

千
二
百
五
十
円

の
知
識

特
定
第
一
種
運
転
免

千
二
百
円

許
に
係
る
教
習
指
導

許
に
係
る
教
習
指
導

員
審
査

員
審
査

（
略
）

（
略
）
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備
考

備
考

一

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
の
項
及
び
二
の
項
の

一

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
の
項
及
び
二
の
項
の

第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
の
項
及
び
二
の
項
の
第
三
欄
及

れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
の
項
及
び
二
の
項
の
第
三
欄
及

び
第
四
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
一
項
の
表
教
習
指
導
員

び
第
四
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
一
項
の
表
教
習
指
導
員

審
査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
か
ら
更
に
大
型
自
動
車
免
許

審
査
手
数
料
の
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
か
ら
更
に
大
型
自
動
車
免
許

、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審

、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審

査
に
つ
い
て
は
二
千
二
百
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導

査
に
つ
い
て
は
二
千
三
百
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導

員
審
査
に
つ
い
て
は
七
百
円
を
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習

員
審
査
に
つ
い
て
は
七
百
円
を
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習

指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
九
百
円
を
、
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に

指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
九
百
円
を
、
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に

係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
千
六
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の

係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
千
九
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
し

と
し
、
第
一
項
の
表
教
習
指
導
員
審
査
手
数
料
の
項
の
第
四
欄
に
定
め

、
第
一
項
の
表
教
習
指
導
員
審
査
手
数
料
の
項
の
第
四
欄
に
定
め
る
額

る
額
か
ら
更
に
大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自

か
ら
更
に
大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車

動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を
、
普
通
自

免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を
、
普
通
自
動
車

動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を
、
特
定
第

免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を
、
特
定
第
一
種

一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を
、
大

運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
を
、
大
型
自

型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百

動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
五
十

円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

二

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
四
の
項
及
び
五
の
項
の

二

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
四
の
項
及
び
五
の
項
の

第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

第
一
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
の
項
及
び
五
の
項
の
第
三
欄
及

れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
の
項
及
び
五
の
項
の
第
三
欄
及

び
第
四
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
一
項
の
表
教
習
指
導
員

び
第
四
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
一
項
の
表
教
習
指
導
員

審
査
手
数
料
の
項
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
か
ら
更
に
大
型
自
動
車
免
許

審
査
手
数
料
の
項
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
か
ら
更
に
大
型
自
動
車
免
許

、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審

、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
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査
に
つ
い
て
は
百
五
十
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員

査
に
つ
い
て
は
二
百
五
十
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導

審
査
に
つ
い
て
は
百
五
十
円
を
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習

員
審
査
に
つ
い
て
は
百
円
を
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指

指
導
員
審
査
に
つ
い
て
は
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

導
員
審
査
に
つ
い
て
は
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。


